
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
五

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例

中
　
　
村
　
　
　
　
　
進

第
一
章

　
は
じ
め
に

本
稿
は
、
欧
州
連
合
（
以
下
、
Ｅ
Ｕ
）
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
中
の
裁
判
管
轄
に
関
し
て
下
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所

（
１
）

の
判
決

を
、
対
象
を
電
子
商
取
引
と
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
も
の
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
筆
者
は
、
既
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
電
子
商
取
引
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
論
文
を
公
表
し
て
い
る
が

（
２
）

、
本
稿

は
、
そ
こ
で
は
充
分
に
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
主
要
な
判
例
を
紹
介
し
、
若
干

の
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

最
近
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
し
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
判
例
を
含
む
欧
州
諸
国
の
判

例
を
紹
介
し
た
文
献

（
３
）

が
多
く
見
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
特
定
事
項
に
焦
点
を
当

論
　
説

）
七
九
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
六

て
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
同
規
則
中
の
裁
判
管
轄
規
定
に
沿
っ
て
紹
介
さ
れ
た
文
献
が
な
い
こ
と
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
社
会

イ
ン
フ
ラ
に
な
る
と
と
も
に
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
様
々
な
形
態
の
紛
争
が
増
え
つ
つ
あ
り
、
日
々
の

技
術
進
歩
に
よ
り
、
今
後
も
新
た
な
形
の
紛
争
が
登
場
し
新
た
な
法
的
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
経

験
を
知
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
、
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
は
、
一
九
六
八
年
に
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
条
約
」（
以
下
、
条

約
（
４
））

と
し
て
成
立
し
、
そ
の
後
何
度
か
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
大
幅
な
改
正
に
つ
い
て
は
二
度
行
わ
れ
て
い
る

（
５
）

。
そ
の
最
初
の
も
の

は
、
新
た
に
登
場
し
後
に
急
速
な
拡
大
を
見
せ
て
い
た
電
子
商
取
引
に
対
応
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
行
わ
れ
た
改
正
で
、
二
〇
〇
〇
年

に
成
立
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
（
以
下
、
Ｉ
規
則

（
６
））

で
あ
る
。
更
に
、
Ｉ
規
則
の
適
用
に
関
す
る
幾
つ
か
の
調
査
結
果
を
受
け
て
、

Ｅ
Ｕ
域
外
に
居
住
す
る
被
告
に
ま
で
裁
判
管
轄
規
定
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
す
る
修
正
が
二
〇
一
一
年
に
行
わ
れ

て
い
る
（
以
下
、
Ⅰ
ａ
規
則

（
７
））。

本
稿
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
る
判
例
は
、
主
に
Ｉ
規
則
の
解
釈
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
中

心
と
な
る
が
、
条
約
や
Ｉ
ａ
規
則
の
規
定
に
関
す
る
判
例
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
以
下
に
お
い
て
、
条
約
、
Ｉ
規
則
及
び
Ｉ
ａ
規
則
を
総

称
す
る
場
合
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
と
記
述
す
る
。

Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
は
、
第
二
章
四
条
（
Ｉ
規
則
で
は
第
二
章
二
条
）
以
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
一
般
管
轄
規

定
が
第
一
節
四
条
か
ら
六
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
条
か
ら
四
条
）
に
、
特
別
管
轄
規
定
が
第
二
節
七
条
か
ら
九
条
（
Ｉ
規
則
で
は
五
条
か
ら
七
条
）

に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
に
は
、
第
三
節
一
〇
条
（
Ｉ
規
則
で
は
八
条
）
以
下
に
保
険
事
件
の
管
轄
の
特
則
、
第
四
節
一
七
条
（
Ｉ
規

則
で
は
一
五
条
）
以
下
に
消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
の
特
則
、
第
五
節
二
〇
条
（
Ｉ
規
則
で
は
一
八
条
）
以
下
に
個
別
的
労
働
契
約
事
件
の

管
轄
の
特
則
、
第
六
節
二
四
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
二
条
）
に
専
属
管
轄
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
七
節
二
五
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
三
条
）
以
下
に

）
七
九
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
七

管
轄
合
意
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
八
節
二
七
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
五
条
）
以
下
に
管
轄
及
び
訴
訟
要
件
の
調
査
に
関
す
る
規
定
、
第
九
節

二
九
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
七
条
）
以
下
に
訴
訟
係
属
及
び
関
連
手
続
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
一
〇
節
三
五
条
（
Ｉ
規
則
で
は
三
一
条
）
に
保
全

処
分
を
含
む
仮
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
が
配
置
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
三
六
条
以
降
は
、
承
認
・
執
行
や
和
解
、
総
則
等
の
規
定
か
ら
成
る
）。

本
稿
で
は
、
以
上
の
諸
規
定
が
関
わ
る
判
例
の
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
第
二
章
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の

統
一
的
な
解
釈
と
適
用
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
の
根
拠
と
な
る
規
定
を
概
説
す
る
と
と
も
に
、
電
子
商

取
引
に
関
し
て
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
一
般
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
し
、
第
三
章
に
お
い
て
特
別
裁
判
管
轄
に
関
す
る
若
干
の

判
例
、
第
四
章
に
お
い
て
管
轄
合
意
に
関
す
る
判
例
に
限
っ
て
紹
介
し
て
み
た
い

（
８
）

。

第
二
章

　
一
般
裁
判
管
轄
規
則
に
関
す
る
判
例

本
章
で
は
、
先
ず
、
Ｅ
Ｕ
の
諸
条
約
の
統
一
的
な
解
釈
と
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
る
権
限
の
根
拠

規
定
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。
そ
の
後
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
一
般
管
轄
規
則
が
適
用
さ
れ
た
判
例
を
紹
介
す
る
。

１
．
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
と
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
解
釈

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
い
て
は
、
既
に
条
約
の
時
代
よ
り
、
そ
の
統
一
的
且
つ
自
律
的
な
解
釈
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁

判
所
に
対
し
、
規
定
の
解
釈
権
限
を
容
認
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル

（
９
）

を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
条
約
加
盟
国
も
、「
加
入
」
条
約
と
し

て
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る

（
10
）

。
一
九
九
三
年
の
マ
ー
ス
リ
ス
ト
条
約
発
効
に
よ
り
、「
欧
州
経
済
共
同
体
」（the E

uropean E
conom

ic 

C
om

m
unity

）
か
ら
「
欧
州
共
同
体
」（the E

uropean C
om

m
unity

）
と
な
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
設
立
条
約
は
「
共
同
体
設
立
条
約
」（T

reaty 

establishing the E
uropean C

om
m

unity: T
E

C

）
と
名
称
が
変
更
さ
れ
る
に
伴
い
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
法
律
や
規
則
の

）
七
九
九
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
七

管
轄
合
意
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
八
節
二
七
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
五
条
）
以
下
に
管
轄
及
び
訴
訟
要
件
の
調
査
に
関
す
る
規
定
、
第
九
節

二
九
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
七
条
）
以
下
に
訴
訟
係
属
及
び
関
連
手
続
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
一
〇
節
三
五
条
（
Ｉ
規
則
で
は
三
一
条
）
に
保
全

処
分
を
含
む
仮
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
が
配
置
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
三
六
条
以
降
は
、
承
認
・
執
行
や
和
解
、
総
則
等
の
規
定
か
ら
成
る
）。

本
稿
で
は
、
以
上
の
諸
規
定
が
関
わ
る
判
例
の
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
第
二
章
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の

統
一
的
な
解
釈
と
適
用
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
の
根
拠
と
な
る
規
定
を
概
説
す
る
と
と
も
に
、
電
子
商

取
引
に
関
し
て
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
一
般
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
し
、
第
三
章
に
お
い
て
特
別
裁
判
管
轄
に
関
す
る
若
干
の

判
例
、
第
四
章
に
お
い
て
管
轄
合
意
に
関
す
る
判
例
に
限
っ
て
紹
介
し
て
み
た
い

（
８
）

。

第
二
章

　
一
般
裁
判
管
轄
規
則
に
関
す
る
判
例

本
章
で
は
、
先
ず
、
Ｅ
Ｕ
の
諸
条
約
の
統
一
的
な
解
釈
と
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
る
権
限
の
根
拠

規
定
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。
そ
の
後
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
一
般
管
轄
規
則
が
適
用
さ
れ
た
判
例
を
紹
介
す
る
。

１
．
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
と
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
解
釈

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
い
て
は
、
既
に
条
約
の
時
代
よ
り
、
そ
の
統
一
的
且
つ
自
律
的
な
解
釈
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁

判
所
に
対
し
、
規
定
の
解
釈
権
限
を
容
認
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル

（
９
）

を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
条
約
加
盟
国
も
、「
加
入
」
条
約
と
し

て
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る

（
10
）

。
一
九
九
三
年
の
マ
ー
ス
リ
ス
ト
条
約
発
効
に
よ
り
、「
欧
州
経
済
共
同
体
」（the E

uropean E
conom

ic 

C
om

m
unity

）
か
ら
「
欧
州
共
同
体
」（the E

uropean C
om

m
unity

）
と
な
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
設
立
条
約
は
「
共
同
体
設
立
条
約
」（T

reaty 

establishing the E
uropean C

om
m

unity: T
E

C

）
と
名
称
が
変
更
さ
れ
る
に
伴
い
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
法
律
や
規
則
の

）
七
九
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
八

解
釈
・
有
効
性
に
つ
い
て
先
行
判
決
（prelim

inary ruling

）
の
照
会
・
請
求
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
プ
ロ
ト
コ
ル
を
必
要
と
せ
ず
、

Ｔ
Ｅ
Ｃ
の
二
三
四
条
に
基
づ
い
て
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
11
）

。

二
〇
〇
九
年
に
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
成
立
し
、
Ｅ
Ｃ
が
消
滅
し
Ｅ
Ｕ
と
な
り
、
Ｅ
Ｕ
条
約
（T

reaty on E
uropean U

nion: T
E

U （
12
））

と

Ｔ
Ｅ
Ｃ
の
改
正
が
行
わ
れ
、
Ｔ
Ｅ
Ｃ
は
「
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
」（T

reaty on the F
unctioning of the E

uropean U
nion 

:T
F

E
U （

13
））

に
そ
の
名
称
が
変
更
さ
れ
る
。
Ｔ
Ｅ
Ｕ
は
、
そ
の
最
新
版

（
14
）

に
よ
る
と
、
一
九
条
㈢
⒝
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
「
加
盟
国
の
裁

判
所
ま
た
は
審
判
の
要
請
に
応
じ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
解
釈
及
び
そ
の
機
関
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
行
為
の
有
効
性
に
つ
い
て
先
行
判
決
を
下

す
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
二
六
七
条
は
、
そ
の
第
一
文
で
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
対
し
、
条
約
の
解
釈
に
関
す
る

先
行
判
決
を
下
す
管
轄
権
を
容
認
す
る
と
と
も
に
、
第
二
文
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
裁
判
所
又
は
審
判
に
は
、
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
疑

問
が
生
じ
、
判
決
を
下
す
た
め
に
そ
の
疑
問
に
関
す
る
決
定
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
判
断
を
下
す
よ
う
請
求
で
き

る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
目
的
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
条
約
の
統
一
的
で
自
律
的
な
解
釈
と
適
用

の
確
保
及
び
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
加
盟
国
の
国
内
裁
判
所
と
の
協
力
関
係
の
促
進
に
あ
る

（
15
）

。

以
上
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
諸
条
約
の
統
一
的
な
解
釈
と
適
用
を
確
保
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則

中
の
諸
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
先
行
判
決
を
通
じ
て
、
統
一
的
な
解
釈
と
適
用
を
図
る
こ
と
に
な
る
。

裁
判
管
轄
に
つ
い
て
Ｉ
ａ
規
則
四
条
㈠
は
、「
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
構
成
国
の
主
権
領
域
に
住
所
を
有
す
る

者
に
対
し
て
は
、
そ
の
国
籍
に
関
係
な
く
、
そ
の
構
成
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
裁
判
管
轄
シ
ス
テ

ム
の
基
礎
が
被
告
の
住
所
（dom

icile

）
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る

（
16
）

。
被
告
の
住
所
を
基
礎
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
、
Ｉ
ａ
規
則
の
解
説
⒀

は
、「
本
規
則
に
属
す
る
手
続
と
構
成
国
の
主
権
領
域
と
の
間
に
は
、
関
連
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
管
轄
に
関
す

）
〇
〇
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
九

る
共
通
規
定
は
、
原
則
と
し
て
、
被
告
が
い
ず
れ
か
の
構
成
国
に
そ
の
住
所
を
有
す
る
と
き
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
述
べ

て
、
司
法
機
関
の
管
轄
の
自
然
な
基
礎
が
そ
の
領
域
と
の
結
び
き
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

（
17
）

。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
の
被
告

住
所
地
の
管
轄
は
、
訴
え
の
種
類
を
問
わ
ず
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
18
）

。
管
轄
原
因
の
基
礎
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
国
籍
を
犠
牲
に
し

て
住
所
に
重
き
を
置
く
の
は
、
Ｅ
Ｕ
に
限
ら
ず
最
近
の
傾
向
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る

（
19
）

。
被
告
が
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を

有
し
な
い
場
合
は
、
各
構
成
国
の
裁
判
所
の
管
轄
は
、
自
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
Ｉ
ａ
規
則
六
条
㈠

（
20
））。

住
所
の
決
定

に
つ
き
、
特
に
電
子
商
取
引
に
お
い
て
は
、
た
と
え
取
引
の
相
手
方
の
身
元
や
取
引
地
を
明
ら
か
に
す
る
で
き
た
と
し
て
も
、
原
告
が
相

手
方
の
住
所
地
を
決
定
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
21
）

。

Ｉ
ａ
規
則
は
、
住
所
に
関
す
る
規
定
を
そ
の
六
二
条
に
置
き
、
自
然
人
に
つ
い
て
、
提
訴
さ
れ
た
裁
判
所
が
所
在
す
る
構
成
国
の
領
域

内
に
住
所
を
有
す
る
ど
う
か
は
、
自
国
法
に
よ
り
（
同
条
㈠
）、
そ
の
領
域
内
に
住
所
を
有
せ
ず
、
他
の
構
成
国
内
に
住
所
を
有
す
る
か
否

か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
他
の
構
成
国
の
法
に
よ
る
（
同
条
㈡
：
領
土
法
説
）
と
す
る
。
ま
た
、
法
人
の
住
所
に
つ
い
て

は
、
共
通
規
定
の
透
明
化
の
強
化
と
権
限
の
抵
触
を
回
避
す
る
た
め
に
六
三
条
に
自
律
的
な
概
念
を
設
け

（
22
）

、
⒜
定
款
に
よ
る
本
店
所
在
地

⒝
主
た
る
管
理
地
、
又
は
⒞
主
た
る
営
業
所
に
有
す
る
と
定
め
る
。
そ
こ
で
次
に
、
Ｉ
規
則
の
一
般
管
轄
規
則
の
適
用
に
当
た
っ
て
、
住

所
の
不
明
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
を
紹
介
し
た
い
。

２
．
一
般
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例

被
告
の
住
所
が
不
明
な
場
合
に
お
け
る
Ｉ
規
則
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、G

 v. C
orn

eliu
s d

e V
isser

事
件

（
23
）

で
あ
る
。
本
件
は
、

原
告
（
ド
イ
ツ
）
が
許
可
を
与
え
て
い
な
い
写
真
が
被
告
所
有
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
に
掲
示
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
、
人

）
〇
〇
四
（
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本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
七
〇

格
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
あ
る
。
写
真
撮
影
の
経
緯
か
ら
、
ま
た
被
告
の
サ
イ
ト
の
ド
メ
イ
ン
名
が‘w

w
w

. 

※
※
※
※. 

de ’
で
あ
り
、
サ
イ
ト
に
関
す
る
登
録
情
報
に
は
オ
ラ
ン
ダ
国
内
の
住
所
が
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
住
所
を
有
す
る

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
の
、
送
付
し
た
郵
便
物
は
住
所
不
明
で
戻
り
、
住
民
登
録
簿
に
も
該
当
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
公

示
送
達
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
の
地
方
裁
判
所
が
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
対
し
、
被
告
は
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
お
い

て
Ｅ
Ｕ
領
域
内
の
住
所
を
伝
え
て
い
る
が
、
居
所
が
不
明
で
現
在
ど
こ
に
居
住
す
る
か
を
確
定
で
き
ず
、
送
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
で
も
、
Ｉ
規
則
の
適
用
が
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
先
行
判
決
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
付
託
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
は
、
被
告
の
住
所
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
、
構
成
国
が
自
国
法
に
代
え
て
Ｉ
規
則
に
よ
っ
て
確
立
さ

れ
た
統
一
的
裁
判
管
轄
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
と
い
う
本
質
的
要
求
と
、
原
告
は
提
訴
可
能
な
裁
判
所
を
容
易
に
確
認

で
き
、
被
告
も
そ
の
地
で
提
訴
さ
れ
る
こ
と
を
合
理
的
に
予
見
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｕ
内
に
所
在
す
る
者
の
法
的
保
護
を
強

化
す
る
と
い
う
Ｉ
規
則
の
目
的
と
合
致
す
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
Ｉ
規
則
四
条
㈠
（
Ｉ
ａ
規
則
六
条
㈠
）
の
「
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を

有
し
な
い
」
と
の
表
現
は
、
国
内
法
の
適
用
は
係
属
裁
判
所
が
Ｅ
Ｕ
市
民
た
る
被
告
が
Ｅ
Ｕ
領
域
外
に
住
所
を
有
す
る
確
固
た
る
証
拠
を

有
す
る
場
合
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
係
属
裁
判
所
は
、
裁
判
所
が
被
告
を
探
す
た

め
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
公
示
送
達
さ
れ
て
い
る
被
告
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
法
を
適
用
し
て
欠
席
に
よ
る
判
決
を
下

す
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
す
る

（
24
）

。

な
お
、
被
告
が
構
成
諸
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
は
、
Ｉ
規
則
四
条
㈠
に
よ
り
、
専
属
管
轄
（
二
二
条
）
と
合
意
管
轄
（
二
三
条
）

が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
国
内
裁
判
所
が
従
来
の
規
則
を
用
い
て
構
成
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
被
告
に
対
し
て
裁
判
管
轄
を
決

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
規
則
の
付
属
文
書
中
に
は
、
そ
の
際
に
適
用
で
き
る
各
国
の
裁
判
管
轄
規
則
が
列
挙
さ
れ
、
そ
こ
に
は
過
剰

）
〇
〇
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
一

と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
規
則
三
五
条
㈢
（
Ｉ
ａ
規
則
は
、
四
五
条
㈢
に
同
趣
旨
の
規
定
を
置
く
）
に
よ
り
、
判
決

を
承
認
す
る
構
成
国
の
裁
判
所
は
判
決
裁
判
所
の
管
轄
を
審
査
す
る
立
場
に
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
判
決
が
他
の
構
成
国
内
で
承
認
・
執

行
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
25
）

。

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
に
お
い
て
は
、
六
条
㈠
に
よ
り
、
経
済
的
弱
者
保
護
の
観
点
か
ら
消
費
者
契
約
と
個
別
的
労
働
契
約
に
関
し
て
の
み
、

被
告
が
構
成
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
も
、
原
告
で
あ
る
消
費
者
と
被
用
者
は
自
身
の
住
所
地
で
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
。

第
三
章

　
特
別
裁
判
管
轄
規
則
に
関
す
る
判
例

本
章
に
お
い
て
は
、
電
子
商
取
引
と
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
中
の
特
別
裁
判
管

轄
規
則
の
適
用
が
論
じ
ら
れ
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
紹
介
し
た
い
。

１
．
Ｉ
ａ
規
則
七
条

Ｉ
ａ
規
則
七
条
（
Ｉ
規
則
五
条
）
は
、
被
告
が
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
追
加
的
な
接
点
を
有
す
る

よ
う
な
一
定
の
場
合
に
は
、
他
の
構
成
国
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
、
原
告
に
対
し
て
被
告
の
住
所
地
以
外
の
裁
判
所
へ
提

訴
す
る
選
択
権
を
認
め
る

（
26
）

。
七
条
が
掲
げ
る
追
加
的
な
接
点
に
つ
い
て
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
わ
る
も
の
と

し
て
は
、「
契
約
又
は
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
が
、
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
対
象

で
あ
る
場
合
」（
同
条
㈠
⒜
）、「
不
法
行
為
若
し
く
は
不
法
行
為
に
相
当
す
る
行
為
又
は
そ
う
し
た
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
が
手
続
の
対
象

で
あ
る
と
き
は
、
損
害
結
果
が
発
生
し
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
」（
同
条
㈡
）、「
支
店
、
代
理
店
又
は
そ
の
他
の
営

）
〇
〇
七
（
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査
す
る
立
場
に
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
判
決
が
他
の
構
成
国
内
で
承
認
・
執

行
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
25
）

。

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
に
お
い
て
は
、
六
条
㈠
に
よ
り
、
経
済
的
弱
者
保
護
の
観
点
か
ら
消
費
者
契
約
と
個
別
的
労
働
契
約
に
関
し
て
の
み
、

被
告
が
構
成
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
も
、
原
告
で
あ
る
消
費
者
と
被
用
者
は
自
身
の
住
所
地
で
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
。

第
三
章

　
特
別
裁
判
管
轄
規
則
に
関
す
る
判
例

本
章
に
お
い
て
は
、
電
子
商
取
引
と
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
中
の
特
別
裁
判
管

轄
規
則
の
適
用
が
論
じ
ら
れ
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
紹
介
し
た
い
。

１
．
Ｉ
ａ
規
則
七
条

Ｉ
ａ
規
則
七
条
（
Ｉ
規
則
五
条
）
は
、
被
告
が
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
追
加
的
な
接
点
を
有
す
る

よ
う
な
一
定
の
場
合
に
は
、
他
の
構
成
国
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
、
原
告
に
対
し
て
被
告
の
住
所
地
以
外
の
裁
判
所
へ
提

訴
す
る
選
択
権
を
認
め
る

（
26
）

。
七
条
が
掲
げ
る
追
加
的
な
接
点
に
つ
い
て
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
わ
る
も
の
と

し
て
は
、「
契
約
又
は
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
が
、
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
対
象

で
あ
る
場
合
」（
同
条
㈠
⒜
）、「
不
法
行
為
若
し
く
は
不
法
行
為
に
相
当
す
る
行
為
又
は
そ
う
し
た
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
が
手
続
の
対
象

で
あ
る
と
き
は
、
損
害
結
果
が
発
生
し
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
」（
同
条
㈡
）、「
支
店
、
代
理
店
又
は
そ
の
他
の
営

）
〇
〇
七
（
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二
七
二

業
所
の
営
業
に
起
因
す
る
訴
訟
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
が
存
す
る
地
の
裁
判
所
」（
同
条
㈤
）
が
考
え
ら
れ
る
。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
は
、
義
務
履
行
地
に
管
轄
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
義
務
履
行
地
で
あ
る
動
産
の
引
渡
し
地
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
の
地
（
若
し
く
は
そ
れ
ら
が
行
わ
れ
る
べ
き
地
）
の
決
定
を
巡
っ
て
多
く
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
へ
の
付
託
が
な
さ
れ
て
い
る

（
27
）

。
義
務

履
行
地
は
、
異
な
る
合
意
が
な
い
限
り
、「
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
、
そ
の
動
産
が
契
約
に
よ
り
給
付
さ
れ
た
又
は
給
付
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
構
成
国
の
地
」、「
役
務
提
供
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
契
約
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
又
は
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
構
成
国
の

地
」（
同
条
㈠
⒝
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
Ｉ
規
則
は
、
五
条
㈠
⒝
に
同
趣
旨
の
規
定
を
置
く
）。
履
行
地
の
決
定
の
問
題
は
、
た
と
え
契
約
が
オ

ン
ラ
ン
上
で
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
物
理
的
な
動
産
の
引
渡
し
を
伴
う
場
合
に
お
い
て
は
重
要
に
な
っ
て
く
る

（
28
）

。

そ
こ
で
以
下
に
、
先
ず
、
必
ず
し
も
電
子
商
取
引
の
み
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
履
行
地
の
解
釈
に
間
接
的
に
影
響
を
与
え
る
と
思

わ
れ
る
判
例
を
若
干
紹
介
し
た
い
。
そ
の
後
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
判
例
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が

生
じ
て
い
た
か
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
な
お
、
不
法
行
為
事
件
の
管
轄
に
つ
い
て
定
め
る
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
は
、
Ｉ
規
則
五
条
㈢
に
置

か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
に
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

２
．
特
別
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例

（
１
）　
契
約
に
関
す
る
判
例

⑴
　
履
行
地

契
約
が
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
商
品
の
引
渡
し
が
複
数
の
地
で
行
わ
れ
る
場
合
は
、
履
行
地
の
決
定

が
困
難
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

（
29
）

。
履
行
地
が
複
数
存
在
す
る
場
合
の
履
行
地
の
決
定
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、C

olor D
rack G

m
bH

 v. 

）
〇
〇
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
三

L
exx In

tern
ation

al V
ertriebs G

m
bH

事
件

（
30
）

で
あ
る
。
本
件
は
、
電
子
商
取
引
に
固
有
な
問
題
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

こ
で
も
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
。

本
件
は
、
原
告
オ
ー
ス
ト
リ
ア
企
業
と
被
告
ド
イ
ツ
企
業
と
の
間
の
売
買
契
約
の
義
務
の
履
行
を
巡
る
紛
争
で
あ
る
。
買
主
で
あ
る
原

告
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
内
に
持
つ
複
数
小
売
店
に
お
け
る
売
れ
残
り
商
品
に
つ
い
て
、
被
告
は
引
取
り
と
代
金
返
還
義
務
を
負
っ
て
い
た

が
、
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
で
提
訴
に
及
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
一
の
構
成
国
内
で
複
数
の
引
渡
し
地
が
関
わ
る
動
産
売
買
に
も
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
第
一
文

が
適
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
、
請
求
が
こ
れ
ら
全
て
の
引
渡
し
に
関
す
る
場
合
、
原
告
は
そ
の
選
択
に
よ
り
引
渡
し
地
の
裁

判
所
で
被
告
を
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
。
従
っ
て
本
件
は
、
単
一
国
内
の
複
数
の
引
渡
し

地
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
複
数
構
成
国
内
に
お
け
る
引
渡
し
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
七
条
㈠
⒝
第
一
文
は
管
轄
の
抵
触
規
則
の
統
一
を
意
図
し
、
構
成
国
の
国
内
規
則
を
考
慮
せ
ず
、

管
轄
裁
判
所
を
直
接
的
に
指
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
一
構
成
国
内
に
複
数
引
渡
し
地
が
あ
る
事
案
へ
適
用
し
て
も
、
管
轄
の
予
測
可
能

性
の
確
保
、
及
び
契
約
に
関
す
る
特
別
管
轄
規
則
を
基
礎
づ
け
る
事
案
と
法
廷
地
と
の
密
接
関
連
性
と
い
う
基
本
方
針
と
も
矛
盾
し
な
い

と
述
べ
る

（
31
）

。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
全
て
の
請
求
を
審
理
す
る
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
主
た
る
引
渡
し
地
の
裁

判
所
で
あ
り
、
そ
の
地
は
経
済
的
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
が
、
何
れ
の
履
行
地
も
紛
争
の
重
要
な
要
素
（m

aterial elem
ents of 

the dispute

）
を
構
成
し
、
そ
の
地
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
原
告
は
、
そ
の
選
択
に
よ
り
引
渡
し
地
の
裁
判
所
で
被
告

を
提
訴
で
き
る
と
も
判
示
す
る

（
32
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
複
数
国
が
管
轄
を
有
す
る
場
合
、
主
た
る
履
行
地
が
請
求
の
全
体
を
審
理
す
る
た
め
の

管
轄
を
有
す
る
が
、
そ
れ
を
決
定
で
き
な
い
と
き
は
、
原
告
は
自
身
が
選
択
し
た
履
行
地
の
あ
ら
ゆ
る
地
で
請
求
を
行
う
権
利
を
有
す
る

）
〇
〇
四
（
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事
件

（
30
）

で
あ
る
。
本
件
は
、
電
子
商
取
引
に
固
有
な
問
題
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

こ
で
も
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
。

本
件
は
、
原
告
オ
ー
ス
ト
リ
ア
企
業
と
被
告
ド
イ
ツ
企
業
と
の
間
の
売
買
契
約
の
義
務
の
履
行
を
巡
る
紛
争
で
あ
る
。
買
主
で
あ
る
原

告
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
内
に
持
つ
複
数
小
売
店
に
お
け
る
売
れ
残
り
商
品
に
つ
い
て
、
被
告
は
引
取
り
と
代
金
返
還
義
務
を
負
っ
て
い
た

が
、
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
で
提
訴
に
及
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
一
の
構
成
国
内
で
複
数
の
引
渡
し
地
が
関
わ
る
動
産
売
買
に
も
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
第
一
文

が
適
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
、
請
求
が
こ
れ
ら
全
て
の
引
渡
し
に
関
す
る
場
合
、
原
告
は
そ
の
選
択
に
よ
り
引
渡
し
地
の
裁

判
所
で
被
告
を
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
。
従
っ
て
本
件
は
、
単
一
国
内
の
複
数
の
引
渡
し

地
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
複
数
構
成
国
内
に
お
け
る
引
渡
し
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
七
条
㈠
⒝
第
一
文
は
管
轄
の
抵
触
規
則
の
統
一
を
意
図
し
、
構
成
国
の
国
内
規
則
を
考
慮
せ
ず
、

管
轄
裁
判
所
を
直
接
的
に
指
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
一
構
成
国
内
に
複
数
引
渡
し
地
が
あ
る
事
案
へ
適
用
し
て
も
、
管
轄
の
予
測
可
能

性
の
確
保
、
及
び
契
約
に
関
す
る
特
別
管
轄
規
則
を
基
礎
づ
け
る
事
案
と
法
廷
地
と
の
密
接
関
連
性
と
い
う
基
本
方
針
と
も
矛
盾
し
な
い

と
述
べ
る

（
31
）

。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
全
て
の
請
求
を
審
理
す
る
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
主
た
る
引
渡
し
地
の
裁

判
所
で
あ
り
、
そ
の
地
は
経
済
的
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
が
、
何
れ
の
履
行
地
も
紛
争
の
重
要
な
要
素
（m

aterial elem
ents of 

the dispute

）
を
構
成
し
、
そ
の
地
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
原
告
は
、
そ
の
選
択
に
よ
り
引
渡
し
地
の
裁
判
所
で
被
告

を
提
訴
で
き
る
と
も
判
示
す
る

（
32
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
複
数
国
が
管
轄
を
有
す
る
場
合
、
主
た
る
履
行
地
が
請
求
の
全
体
を
審
理
す
る
た
め
の

管
轄
を
有
す
る
が
、
そ
れ
を
決
定
で
き
な
い
と
き
は
、
原
告
は
自
身
が
選
択
し
た
履
行
地
の
あ
ら
ゆ
る
地
で
請
求
を
行
う
権
利
を
有
す
る

）
〇
〇
四
（
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こ
と
に
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る

（
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）

。

次
に
義
務
履
行
地
の
決
定
が
争
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た
も
の
に
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事
件

（
34
）

が
あ
る
。
本
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
保
険
会
社
と
ド
イ
ツ
船
舶
所
有
者
ら
と
の
間
の
紛
争
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
港
か
ら
コ
ン
テ
ナ
船
で
ブ
ラ
ジ
ル
ま
で
輸
送
さ
れ
た
ワ
イ
ン
ボ
ト
ル
に
損
傷
が
発
見
さ
れ
、
原
告
保
険
会
社
が
荷
受
人
に
補

償
金
の
支
払
い
を
行
っ
た
後
に
、
荷
受
人
を
代
位
し
て
船
舶
所
有
者
ら
を
被
告
と
し
て
、
船
積
地
の
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事

件
で
あ
る
。
被
告
ら
は
、
運
送
契
約
の
義
務
履
行
地
で
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
管
轄
を
争
っ
た
。
第
一
審
と
第
二
審
に
お
い
て
管
轄
権

を
欠
く
と
の
理
由
で
敗
訴
し
た
原
告
の
上
告
を
受
け
て
、
破
棄
院
に
よ
り
、
契
約
事
件
に
関
す
る
特
別
裁
判
管
轄
を
規
定
す
る
Ｉ
ａ
規
則

七
条
㈠
⒜
（
条
約
五
条
㈠
）
の
「
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
」（place of perform

ance of the obligation in 

question

）
は
、
構
成
国
の
国
内
裁
判
所
が
そ
の
国
内
抵
触
規
則
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
準
拠
実
質
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
か
、
又
は
条
約

に
よ
り
自
律
的
に
実
際
に
履
行
が
行
わ
れ
た
若
し
く
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
地
と
解
釈
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
付
託
さ
れ
て
い
る

（
35
）

。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
雇
用
契
約
の
場
合
を
除
き
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
の
意
味
に
お
け
る
履
行
地
は
、
係
属
裁
判
所
の
抵
触
規
則
に

よ
り
選
択
さ
れ
る
契
約
上
の
当
該
債
務
の
準
拠
法
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
と
す
る
従
前
の
解
釈
を
維
持
す
る

（
36
）

。
つ
ま
り
、
雇
用
契
約
に
お
け

る
労
務
提
供
地
の
よ
う
に
義
務
の
履
行
を
構
成
す
る
行
為
が
集
中
す
る
地
が
存
す
る
場
合
と
は
異
な
り

（
37
）

、
そ
の
よ
う
な
特
定
の
特
徴
の
な

い
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
を
特
徴
づ
け
る
義
務
の
特
定
や
履
行
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
契
約
に
基
づ
く
全
て
の
義
務
に
関
す
る
紛

争
に
つ
い
て
管
轄
を
集
中
さ
せ
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
適
切
で
も
な
い
と
し
て
、
契
約
準
拠
法
を
基
準
と
し
て
履
行
地
を
決
定
す
べ
き
と

判
示
す
る

（
38
）

。
そ
の
上
で
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
い
て
は
、
契
約
準
拠
法
が
一
九
八
〇
年
の
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
ロ
ー
マ
Ｉ

規
則
）
に
よ
り
統
一
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
管
轄
の
前
提
と
な
る
履
行
地
の
決
定
に
つ
き
係
属
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な
る
リ
ス
ク

）
〇
〇
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
五

が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る

（
39
）

。
本
判
決
に
よ
り
、
履
行
地
の
決
定
は
準
拠
法
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
次
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ

か
ら
成
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
当
該
契
約
債
務
を
分
類
す
る
こ
と
、
第
二
に
ロ
ー
マ
Ｉ
規
則
を
参
照
し
そ
の
準
拠
法
が
適
用
す
る
こ
と
、

第
三
に
同
法
が
履
行
地
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る

（
40
）

。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
の
意
味
に
お
け
る
履
行
地
は
係
属
裁
判
所
の
抵
触
規
則
が
選
択
す
る
当
該
債
務
の
準
拠
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
も
、

同
一
契
約
か
ら
複
数
の
履
行
義
務
が
複
数
構
成
国
内
で
発
生
す
る
場
合
に
は
、
係
属
の
国
内
裁
判
所
の
管
轄
権
限
は
、
自
国
内
で
履
行
さ

れ
る
べ
き
義
務
に
基
づ
い
た
請
求
の
み
に
制
限
さ
れ
る
か
、
又
は
他
国
で
履
行
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
も
審
理
で
き
る
か
の
問
題
が
残

る
（
41
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
接
性
の
原
則
（principle of proxim

ity

）
に
立
つ
か
集
中
の
原
則
（principle of centralization

）
に
よ
る

か
に
依
存
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
前
者
は
、
当
該
紛
争
へ
の
近
接
性
即
ち
密
接
関
連
性
を
有
す
る
構
成
国
に
管
轄
を
付
与
す
る
考
え
で
、

そ
れ
に
依
る
と
、
構
成
国
裁
判
所
は
そ
の
領
域
内
に
お
い
て
履
行
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
管
轄
を
有
す
る
。
後
者
は
、
一

つ
の
構
成
国
が
他
の
構
成
諸
国
で
発
生
し
て
い
る
関
連
の
紛
争
を
含
め
て
全
て
の
紛
争
の
管
轄
を
有
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る

（
42
）

。

近
接
性
の
原
則
を
採
る
も
の
と
し
て
、
原
告
（
イ
タ
リ
ア
）
と
そ
の
代
理
商
で
あ
る
被
告
（
ベ
ル
ギ
ー
）
と
の
間
の
、
手
数
料
の
延
滞
金

と
通
知
に
代
わ
る
補
償
金
の
支
払
い
に
関
す
る
紛
争
で
あ
るL

eath
ertex v. B

od
etex

事
件

（
43
）

が
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規

則
七
条
㈠
（
条
約
五
条
㈠
）
の
解
釈
に
お
い
て
、
同
じ
契
約
か
ら
発
生
す
る
同
等
ラ
ン
ク
の
二
つ
の
義
務
に
基
い
た
訴
訟
に
お
い
て
、
国

内
裁
判
所
は
、
そ
の
所
在
地
の
抵
触
規
則
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
義
務
の
一
つ
が
そ
の
国
で
履
行
さ
れ
、
他
が
別
の
締
約
国
で
履
行
さ
れ
る

べ
き
場
合
、
そ
の
訴
訟
の
全
体
を
審
理
す
る
管
轄
権
を
持
た
な
い
と
判
示
し
た

（
44
）

。
そ
の
結
果
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
が
履

行
地
で
あ
る
通
知
に
代
わ
る
補
償
金
支
払
い
義
務
に
関
す
る
紛
争
の
管
轄
は
容
認
さ
れ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
が
履
行
地
と
な
る
手
数
料
支
払

）
〇
〇
三
（



イ
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が
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こ
と
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）

。
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判
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に
よ
り
、
履
行
地
の
決
定
は
準
拠
法
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
次
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ

か
ら
成
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
当
該
契
約
債
務
を
分
類
す
る
こ
と
、
第
二
に
ロ
ー
マ
Ｉ
規
則
を
参
照
し
そ
の
準
拠
法
が
適
用
す
る
こ
と
、

第
三
に
同
法
が
履
行
地
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る

（
40
）

。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
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の
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に
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け
る
履
行
地
は
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裁
判
所
の
抵
触
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が
選
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す
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当
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の
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拠
法
に
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と
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も
、

同
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約
か
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数
の
履
行
義
務
が
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数
構
成
国
内
で
発
生
す
る
場
合
に
は
、
係
属
の
国
内
裁
判
所
の
管
轄
権
限
は
、
自
国
内
で
履
行
さ

れ
る
べ
き
義
務
に
基
づ
い
た
請
求
の
み
に
制
限
さ
れ
る
か
、
又
は
他
国
で
履
行
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
も
審
理
で
き
る
か
の
問
題
が
残

る
（
41
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
接
性
の
原
則
（principle of proxim

ity

）
に
立
つ
か
集
中
の
原
則
（principle of centralization

）
に
よ
る

か
に
依
存
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
前
者
は
、
当
該
紛
争
へ
の
近
接
性
即
ち
密
接
関
連
性
を
有
す
る
構
成
国
に
管
轄
を
付
与
す
る
考
え
で
、

そ
れ
に
依
る
と
、
構
成
国
裁
判
所
は
そ
の
領
域
内
に
お
い
て
履
行
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
管
轄
を
有
す
る
。
後
者
は
、
一

つ
の
構
成
国
が
他
の
構
成
諸
国
で
発
生
し
て
い
る
関
連
の
紛
争
を
含
め
て
全
て
の
紛
争
の
管
轄
を
有
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る

（
42
）

。

近
接
性
の
原
則
を
採
る
も
の
と
し
て
、
原
告
（
イ
タ
リ
ア
）
と
そ
の
代
理
商
で
あ
る
被
告
（
ベ
ル
ギ
ー
）
と
の
間
の
、
手
数
料
の
延
滞
金

と
通
知
に
代
わ
る
補
償
金
の
支
払
い
に
関
す
る
紛
争
で
あ
るL

eath
ertex v. B

od
etex

事
件

（
43
）

が
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規

則
七
条
㈠
（
条
約
五
条
㈠
）
の
解
釈
に
お
い
て
、
同
じ
契
約
か
ら
発
生
す
る
同
等
ラ
ン
ク
の
二
つ
の
義
務
に
基
い
た
訴
訟
に
お
い
て
、
国

内
裁
判
所
は
、
そ
の
所
在
地
の
抵
触
規
則
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
義
務
の
一
つ
が
そ
の
国
で
履
行
さ
れ
、
他
が
別
の
締
約
国
で
履
行
さ
れ
る

べ
き
場
合
、
そ
の
訴
訟
の
全
体
を
審
理
す
る
管
轄
権
を
持
た
な
い
と
判
示
し
た

（
44
）

。
そ
の
結
果
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
が
履

行
地
で
あ
る
通
知
に
代
わ
る
補
償
金
支
払
い
義
務
に
関
す
る
紛
争
の
管
轄
は
容
認
さ
れ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
が
履
行
地
と
な
る
手
数
料
支
払

）
〇
〇
三
（
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）

二
七
六

い
義
務
の
管
轄
権
は
容
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
の
見
解
に
従
え
ば
、
管
轄
の
分
割
と
そ
れ
に
よ
る
矛
盾
す
る
判
決
を
甘
受
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず

（
45
）

、
同
一
の
契
約
に
つ
き
複
数
の
裁
判
所
が
管
轄
を
持
つ
こ
と
に
な
る
事
態
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
こ
と
で
、
自
然
人
・
法
人

の
法
的
保
護
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
目
的
に
反
す
る
と
の
批
判
が
生
じ
る

（
46
）

。
こ
の
批
判
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判

所
は
、
そ
の
よ
う
な
不
都
合
は
認
め
な
が
ら
も
、
Ｉ
ａ
規
則
四
条
（
条
約
二
条
）
に
よ
り
、
原
告
は
常
に
、
被
告
の
住
所
地
の
裁
判
所
で

請
求
全
体
を
提
訴
す
る
選
択
権
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る

（
47
）

。
接
近
性
の
原
則
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
関
す
る
初

期
の
若
干
の
判
例
で
採
用
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
条
約
五
条
㈢
）
の
不
法
行
為
地
管
轄
の
解
釈
に
お
い
て

も
採
用
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

（
48
）

。

集
中
の
原
則
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
の
が
、
前
掲
のC

olor D
rack

事
件
判
決
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七

条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
に
つ
い
て
、
契
約
を
特
徴
づ
け
る
義
務
が
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
を
履
行
地
と
す
る
こ
と
で
、
欧
州
共
同
体
の

立
法
者
は
契
約
上
の
全
て
の
義
務
に
関
す
る
紛
争
の
管
轄
を
義
務
履
行
地
に
集
中
さ
せ
、
契
約
か
ら
発
生
す
る
全
て
の
請
求
に
関
し
単
一

の
管
轄
権
を
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
述
べ
、
複
数
の
引
渡
地
が
あ
る
場
合
、
そ
の
履
行
地
は
契
約
と
最
密
接
関
連
性
を
有
す
る
裁
判

所
の
地
で
あ
り
、
そ
れ
は
通
常
、
経
済
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
主
た
る
引
渡
地
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る

（
49
）

。
ま
た
、
そ
の
決
定

が
で
き
な
い
場
合
は
、
各
引
渡
地
が
紛
争
の
重
要
な
要
素
へ
の
近
接
性
と
い
う
十
分
な
密
接
関
連
性
を
有
し
て
い
る
た
め
、
原
告
は
自
身

が
選
択
し
た
引
渡
地
の
裁
判
所
で
提
訴
で
き
る
と
裁
定
す
る

（
50
）

。
こ
の
集
中
の
原
則
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
七
条
㈠
に
お
け

る
契
約
管
轄
を
解
釈
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
よ
り
最
近
の
判
決
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

（
51
）

。

⑵
　
役
務
提
供

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
が
対
象
と
す
る
役
務
提
供
の
範
囲
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
、
そ

）
〇
〇
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
七

の
初
期
に
は
、
テ
ー
プ
や
デ
ィ
ス
ク
な
ど
の
有
形
の
運
搬
装
置
上
に
記
録
さ
れ
、
箱
に
入
れ
ら
れ
て
買
主
に
提
供
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
、

こ
の
場
合
、
七
条
㈠
⒝
が
対
象
と
す
る
動
産
売
買
に
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
、
一
般
的
に
見
ら
れ
る
の
は
、
買
主
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
経
由
で
直
接
的
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
購
入
す
る
方
法
で
、
こ
の
場
合
、
同
条
㈠
の
対
象
と
な
り
得
る
か
は
明
確
で
な
い
と
さ
れ
る

（
52
）

。
知

的
財
産
権
の
所
有
者
が
契
約
上
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
権
利
を
利
用
す
る
権
利
を
与
え
る
契
約
が
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒝
（
規
則
五
条
㈠

⒝
）
に
お
け
る
役
務
提
供
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
がF

alco an
d

 R
abitsch

 v. W
eller-L

in
d

h
orst

事
件

（
53
）

で
あ
る
。

本
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
所
在
の
原
告
ら
が
ド
イ
ツ
所
在
の
被
告
に
対
し
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
ビ
デ
オ
録
画
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
ロ

イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
の
支
払
い
請
求
と
契
約
上
に
根
拠
の
な
い
録
音
に
つ
い
て
の
著
作
権
侵
害
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
知
的

財
産
権
の
保
有
者
が
契
約
上
の
相
手
方
に
対
し
て
自
身
の
権
利
を
利
用
す
る
権
利
を
付
与
す
る
契
約
（
ラ
イ
セ
ン
ス
合
意
）
が
Ｉ
ａ
規
則
七

条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
第
二
文
の
意
味
に
お
け
る
「
役
務
の
提
供
」（the provision of services

）
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
か
否
か
の

判
断
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
役
務
の
概
念
に
は
少
な
く
と
も
役
務
を
提
供
す
る
当
事
者
が
報
酬
と
引
換
え
に
特
定
の
活
動
を
実
行
す
る
と
い

う
意
味
を
含
ま
れ
る
が
、
知
的
財
産
権
の
所
有
者
が
報
酬
と
引
換
え
に
そ
の
権
利
の
利
用
権
を
付
与
す
る
契
約
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
活

動
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
は
推
察
で
き
な
い
と
し
、
そ
う
し
た
契
約
は
七
条
㈠
⒞
に
よ
り
同
条
㈠
⒜
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
す
る

（
54
）

。
そ
の
結

果
、
視
聴
覚
資
料
の
供
給
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
支
払
い
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
条
㈠
⒝
第
二
文
で
は
な
く
、
同
条
㈠
⒜
に
関
す
る

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
か
ら
得
ら
れ
る
原
則
を
考
慮
し
て
特
別
管
轄
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
55
）

。

）
〇
〇
九
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
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Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
七

の
初
期
に
は
、
テ
ー
プ
や
デ
ィ
ス
ク
な
ど
の
有
形
の
運
搬
装
置
上
に
記
録
さ
れ
、
箱
に
入
れ
ら
れ
て
買
主
に
提
供
さ
れ
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の
が
一
般
的
で
、

こ
の
場
合
、
七
条
㈠
⒝
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対
象
と
す
る
動
産
売
買
に
入
る
こ
と
に
な
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が
、
現
在
、
一
般
的
に
見
ら
れ
る
の
は
、
買
主
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
経
由
で
直
接
的
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
購
入
す
る
方
法
で
、
こ
の
場
合
、
同
条
㈠
の
対
象
と
な
り
得
る
か
は
明
確
で
な
い
と
さ
れ
る

（
52
）

。
知

的
財
産
権
の
所
有
者
が
契
約
上
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
権
利
を
利
用
す
る
権
利
を
与
え
る
契
約
が
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒝
（
規
則
五
条
㈠

⒝
）
に
お
け
る
役
務
提
供
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
がF

alco an
d

 R
abitsch

 v. W
eller-L

in
d

h
orst

事
件

（
53
）

で
あ
る
。

本
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
所
在
の
原
告
ら
が
ド
イ
ツ
所
在
の
被
告
に
対
し
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
ビ
デ
オ
録
画
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
ロ

イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
の
支
払
い
請
求
と
契
約
上
に
根
拠
の
な
い
録
音
に
つ
い
て
の
著
作
権
侵
害
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
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は
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す
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付
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す
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セ
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が
Ｉ
ａ
規
則
七

条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
第
二
文
の
意
味
に
お
け
る
「
役
務
の
提
供
」（the provision of services

）
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
か
否
か
の

判
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が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
役
務
の
概
念
に
は
少
な
く
と
も
役
務
を
提
供
す
る
当
事
者
が
報
酬
と
引
換
え
に
特
定
の
活
動
を
実
行
す
る
と
い

う
意
味
を
含
ま
れ
る
が
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知
的
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権
の
所
有
者
が
報
酬
と
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え
に
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の
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利
の
利
用
権
を
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与
す
る
契
約
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
活

動
を
伴
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て
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る
こ
と
は
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で
き
な
い
と
し
、
そ
う
し
た
契
約
は
七
条
㈠
⒞
に
よ
り
同
条
㈠
⒜
が
適
用
さ
れ
る
と
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示
す
る

（
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そ
の
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果
、
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覚
資
料
の
供
給
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
支
払
い
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
条
㈠
⒝
第
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で
は
な
く
、
同
条
㈠
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に
関
す
る

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
か
ら
得
ら
れ
る
原
則
を
考
慮
し
て
特
別
管
轄
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
こ
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に
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（
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〇
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本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
七
八

（
２
）　
不
法
行
為
に
関
す
る
判
例

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
関
わ
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
特
に
問
題
と
な
る
の
が
、
名
誉
毀
損
に
関
す
る
紛
争
と
著
作
権
や
商
標
権
侵
害
を
中
心

と
す
る
知
的
財
産
権
の
侵
害
に
関
す
る
紛
争
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
こ
れ
ら
の
不
法
行
為
は
、
結
果
発
生
地
が
国
境
を

越
え
て
拡
散
的
に
広
が
る
可
能
性
が
大
き
く
、
誰
で
も
が
容
易
に
被
害
者
・
加
害
者
と
な
り
得
る
だ
け
に
、
契
約
事
件
と
比
べ
て
判
例
も

少
な
く
な
い
。
な
お
、
不
法
行
為
に
関
す
る
特
別
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
規
則
は
、
Ｉ
規
則
で
は
五
条
㈢
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｉ
ａ

規
則
に
お
い
て
は
七
条
㈡
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
法
改
正
の
際
に
文
言
の
修
正
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

⑴
　
名
誉
毀
損
・
人
格
権
侵
害

不
法
行
為
若
し
く
は
準
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
に
つ
い
て
の
特
別
管
轄
を
定
め
る
Ｉ
ａ
規
則
は
、
七
条
㈡
に
お
い
て
、
原
告
に
損
害

発
生
地
か
又
は
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
地
の
裁
判
所
へ
提
訴
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
場
合
の
「
損
害
結
果
が
発
生
す
る
か
又
は
発

生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
」（the place w

here the harm
ful event occurred or m

ay occur

）
と
は
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
か
又
は
被

害
の
結
果
発
生
地
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
名
誉
毀
損
・
人
格
権
侵
害
と
知
的
財
産
権
の
侵
害
に
関
す
る

判
例
を
紹
介
す
る
前
に
、
こ
の
問
題
が
争
点
と
な
っ
たB

ier B
.V

. v. M
in

es d
e P

otasse D
’A

lsace S
A

事
件

（
56
）

を
取
り
上
げ
る
。

本
件
は
、
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
塩
化
物
を
ラ
イ
ン
河
へ
投
棄
し
た
被
告
（
フ
ラ
ン
ス
）
に
対
し
、
被
害
を
受
け
た
原
告
（
オ
ラ
ン
ダ
）
が

損
害
賠
償
を
求
め
て
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
条
約
五
条
㈢
）
が
特

別
管
轄
を
認
め
る
不
法
行
為
地
と
は
、
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
の
双
方
を
指
し
、
原
告
は
そ
の
選
択
に
よ
り
、
そ
の
何
れ
か
の
地
で

提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
そ
の
双
方
を
容
認
す
る
こ
と
が
証
拠
及
び
裁
判
手
続
の
実
効
性
の
観
点
か

ら
有
用
で
あ
る
こ
と
、
加
害
行
為
地
の
み
の
優
先
は
、
一
般
管
轄
で
あ
る
被
告
住
所
地
管
轄
と
特
別
管
轄
で
あ
る
不
法
行
為
管
轄
が
多
く

）
〇
四
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
九

の
場
合
で
一
致
し
、
そ
の
限
り
で
不
法
行
為
管
轄
規
定
の
有
効
性
が
失
わ
れ
、
他
方
で
、
結
果
発
生
地
の
み
の
優
先
は
、
加
害
行
為
地
と

被
告
住
所
地
が
一
致
し
な
い
場
合
は
、
損
害
発
生
の
原
因
に
特
に
近
接
す
る
裁
判
所
の
管
轄
を
排
除
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
、
更
に
、
多

く
の
構
成
国
に
お
け
る
国
内
の
立
法
・
判
例
法
に
お
い
て
、
そ
の
双
方
が
同
時
に
管
轄
原
因
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る

（
57
）

。

こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
行
わ
れ
た
不
法
行
為
に
関
す
る
紛
争
に
も
適
用
で
き
る
が
、
デ
ジ
タ
ル
世
界
が
関
わ
る
一
連
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
再
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る

（
58
）

。

名
誉
毀
損
の
事
例
と
し
て
、
こ
れ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
す
る
以
前
の
オ
フ
ラ
イ
ン
で
の
事
件
で
あ
る
が
、
先
ずS

h
evill v. 

P
esse A

llian
ce S

A

事
件

（
59
）

を
紹
介
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
件
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
所
在
す
る
原
告
ら
が
、
被
告
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
の
新
聞
社
を
相
手
方
と
し
て
、
同
社
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
発
行
し
、
そ
の
大
部
分
を
同
国
内
で
頒
布
し
て
い
た
が
、
一
部
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
も
販
売
さ
れ
て
い
た
新
聞
の
記
事
に
よ
り
名
誉
が
毀
損
さ
れ
た
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
損
害
賠

償
を
求
め
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
前
掲
のB

ier B
.V

.

事
件
以
来
の
確
定
し
た
判
例
に
従
い
、
原
告
は
そ
の
選

択
に
よ
り
加
害
行
為
地
又
は
結
果
発
生
地
で
被
告
を
提
訴
で
き
る
と
し
た
上
で
、
新
聞
記
事
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
、
加
害
行
為
地
と

は
新
聞
発
行
者
の
事
業
所
所
在
地
で
あ
り
、
結
果
発
生
地
と
は
出
版
物
が
頒
布
さ
れ
た
地
で
あ
っ
て
且
つ
被
害
者
が
そ
の
地
で
知
ら
れ
て

い
る
場
合
で
あ
る
と
述
べ
る

（
60
）

。
そ
の
上
で
、
加
害
行
為
地
で
あ
る
出
版
社
の
事
業
所
所
在
地
の
裁
判
所
は
、
発
生
し
た
損
害
の
全
体
に
つ

い
て
の
管
轄
を
有
す
る
が
、
結
果
発
生
地
の
裁
判
所
は
、
そ
の
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
審
理
す
る
管
轄
し
か
持
た
な
い
と

判
示
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
行
わ
れ
た
名
誉
毀
損
を
評
価
し
、
そ
れ
に
付
随
し
て
発
生
す
る
被
害
範
囲
を
確
定
す
る
の
に
最
適
の
場

所
は
結
果
発
生
地
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
61
）

。
同
裁
判
所
は
ま
た
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
同
一
の
紛
争
の
様
々
な
側
面
に
つ
い
て

異
な
る
裁
判
所
が
裁
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
原
告
に
は
常
に
、
普
通
裁
判
籍
の
被
告
住
所
地
か
出
版
社
の
事
業
所
所
在
地
で
も
請
求
の

）
〇
四
四
（
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限
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損
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を
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す
る
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と
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の
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お
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て
、
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の
双
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が
同
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に
管
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因
と
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て
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る
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と
を
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こ
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な
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は
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で
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が
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世
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の
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に
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は
、
再
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
指
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さ
れ
る

（
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の
事
例
と
し
て
、
こ
れ
も
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が
普
及
す
る
以
前
の
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ン
で
の
事
件
で
あ
る
が
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先
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を
紹
介
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
件
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
所
在
す
る
原
告
ら
が
、
被
告
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
の
新
聞
社
を
相
手
方
と
し
て
、
同
社
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
発
行
し
、
そ
の
大
部
分
を
同
国
内
で
頒
布
し
て
い
た
が
、
一
部
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
も
販
売
さ
れ
て
い
た
新
聞
の
記
事
に
よ
り
名
誉
が
毀
損
さ
れ
た
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
損
害
賠

償
を
求
め
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
前
掲
のB

ier B
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事
件
以
来
の
確
定
し
た
判
例
に
従
い
、
原
告
は
そ
の
選

択
に
よ
り
加
害
行
為
地
又
は
結
果
発
生
地
で
被
告
を
提
訴
で
き
る
と
し
た
上
で
、
新
聞
記
事
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
、
加
害
行
為
地
と

は
新
聞
発
行
者
の
事
業
所
所
在
地
で
あ
り
、
結
果
発
生
地
と
は
出
版
物
が
頒
布
さ
れ
た
地
で
あ
っ
て
且
つ
被
害
者
が
そ
の
地
で
知
ら
れ
て

い
る
場
合
で
あ
る
と
述
べ
る

（
60
）

。
そ
の
上
で
、
加
害
行
為
地
で
あ
る
出
版
社
の
事
業
所
所
在
地
の
裁
判
所
は
、
発
生
し
た
損
害
の
全
体
に
つ

い
て
の
管
轄
を
有
す
る
が
、
結
果
発
生
地
の
裁
判
所
は
、
そ
の
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
審
理
す
る
管
轄
し
か
持
た
な
い
と

判
示
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
行
わ
れ
た
名
誉
毀
損
を
評
価
し
、
そ
れ
に
付
随
し
て
発
生
す
る
被
害
範
囲
を
確
定
す
る
の
に
最
適
の
場

所
は
結
果
発
生
地
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
61
）

。
同
裁
判
所
は
ま
た
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
同
一
の
紛
争
の
様
々
な
側
面
に
つ
い
て

異
な
る
裁
判
所
が
裁
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
原
告
に
は
常
に
、
普
通
裁
判
籍
の
被
告
住
所
地
か
出
版
社
の
事
業
所
所
在
地
で
も
請
求
の

）
〇
四
四
（
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二
八
〇

全
部
に
つ
い
て
被
告
を
提
訴
す
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
こ
と
も
指
摘
す
る

（
62
）

。

本
件
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
新
聞
の
発
行
に
よ
る
名
誉
毀
損
事
案
に
つ
い
て
、B

ier B
.V

.

事
件
判
決
の
再
解
釈
を
行
い

（
63
）

、

原
告
は
加
害
行
為
地
と
し
て
出
版
社
の
事
業
所
所
在
地
と
、
結
果
発
生
地
と
し
て
新
聞
が
頒
布
さ
れ
た
全
て
の
構
成
国
に
お
い
て
も
被
告

を
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
者
の
加
害
行
為
地
で
提
訴
す
る
場
合
は
損
害
の
全
て
に
つ
い
て
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

の
、
後
者
の
結
果
発
生
地
で
提
訴
す
る
場
合
は
、
問
題
と
な
っ
た
構
成
国
内
で
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
提
訴
で
き
る
と
し
た
。
そ
の

た
め
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
、「
モ
ザ
イ
ク
理
論
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
オ
フ
ラ
イ
ン
の
事
案
で
あ
るS

h
evill

事
件
は
異
な
り
、

オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
人
格
権
侵
害
が
争
わ
れ
た
の
が
、
次
の
併
合
審
理
のeD

ate A
d

vertisin
g G

m
bH

 v. X

事
件
とO

livier M
artin

ez, 

R
obert M

artin
ez v. M

G
N

 L
im

ited

事
件

（
64
）

で
あ
る
。

eD
ate

事
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
内
に
事
業
所
を
有
し
、‘w

w
w

. 

※
※
※
※.at. ’

の
ア
ド
レ
ス
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ポ
ー
タ
ル
を
運

営
し
て
い
る
被
告
が
、
そ
の
過
去
の
ニ
ュ
ー
ス
に
特
化
し
た
ペ
ー
ジ
欄
上
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
居
住
の
原
告
と
そ
の
弟
が
過
去
に
殺
人
罪

で
終
身
刑
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
旨
の
記
事
を
掲
載
し
た
こ
と
に
対
し
、
記
事
に
お
い
て
実
名
を
使
用
す
る
こ
と
の
差
止
を
求
め
て
ド
イ
ツ

の
裁
判
所
で
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
が
管
轄
を
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
の
開
始
前
に
、
既
に
紛

争
の
情
報
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
一
方
のM

artin
ez

事
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
俳
優
と
そ
の
父
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ド
レ
ス

‘w
w

w
. 

※
※
※
※.co.uk ’

か
ら
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
可
能
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
イ
ギ
リ
ス
新
聞
社
の
英
文
の
記
事
を
公
開
す
る
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
被
告
会
社
に
対
し
、
私
生
活
の
妨
害
と
肖
像
権
侵
害
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
案
で

あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
も
被
告
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
当
該
記
事
と
肖
像
を
置
く
行
為
と
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
発
生
し
た
と
さ
れ
る
損

害
と
の
間
に
十
分
な
連
結
（connecting link

）
が
な
い
と
主
張
し
、
管
轄
を
争
っ
て
い
る
。

）
〇
四
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
一

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
ず
、S

h
evill

事
件
判
決
の
判
断
を
確
認
し
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈢
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
の
「
損
害
を
も
た
ら
す

事
実
が
発
生
し
た
地
」
は
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
の
双
方
を
指
し
、
新
聞
記
事
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
は
、
被
害
者
は
名
誉
毀
損

出
版
物
の
出
版
社
の
所
在
地
の
裁
判
所
又
は
出
版
物
が
頒
布
さ
れ
且
つ
被
害
者
が
自
身
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
た
と
主
張
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の

構
成
国
内
の
裁
判
所
で
提
訴
で
き
る
が
、
前
者
の
裁
判
所
へ
の
提
訴
は
発
生
し
た
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
し
、
後
者
の
裁
判

所
へ
の
提
訴
は
そ
の
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
管
轄
権
を
有
す
る
と
述
べ
る

（
65
）

。
し
か
し
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
上
に
置
く
こ
と
と
、
印
刷
物
の
よ
う
な
伝
達
手
段
の
地
域
的
な
頒
布
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
オ
ン
ラ
イ

ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
世
界
中
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が
瞬
時
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
閲
覧
は
コ
ン
テ

ン
ツ
を
置
い
た
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
に
あ
る
た
め
、
頒
布
を
基
準
と
す
る
こ
と
の
有
用
性
は
低
下
す
る
。
技
術
的
に
も
、
特
定
の
構
成

国
内
と
の
関
係
で
そ
の
頒
布
を
確
実
且
つ
正
確
に
定
量
化
し
、
専
ら
そ
の
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
を
算
定
す
る
こ
と
が
常
に
可
能
で

あ
る
と
は
言
え
ず
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
、
権
利
を
害
す
る
情
報
が
世
界
の
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
自
身

が
知
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
国
内
ご
と
に
自
身
の
権
利
を
分
割
し
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
深
刻
な
負
担
に
な
る
と

（
66
）

。
そ
の
上

で
、
裁
判
所
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
場
合
に
つ
い
て
、S

h
evill

事
件
判
決
が
示
し
た
結
果
発
生
地
の
連
結
基
準
の
再

解
釈
を
次
の
よ
う
に
行
う
。

オ
ン
ラ
イ
ン
を
介
し
た
人
格
権
侵
害
の
被
害
者
は
、
Ｅ
Ｕ
領
域
内
で
侵
害
に
よ
る
損
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
発
生
し
た

全
損
害
に
つ
い
て
一
つ
の
裁
判
所
で
訴
訟
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
裁
判
所
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に

置
か
れ
た
マ
テ
リ
ア
ル
が
個
人
の
人
格
権
に
与
え
る
影
響
を
最
も
適
切
に
評
価
で
き
る
被
害
者
の
利
益
の
中
心
（center of interest

）
の

地
の
裁
判
所
で
あ
る
。
人
が
そ
の
利
益
の
中
心
を
有
す
る
地
は
、
居
住
し
な
い
構
成
国
内
で
職
業
活
動
に
従
事
す
る
場
合
の
よ
う
な
例
外

）
〇
四
七
（
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は
、
世
界
中
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が
瞬
時
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
閲
覧
は
コ
ン
テ

ン
ツ
を
置
い
た
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
に
あ
る
た
め
、
頒
布
を
基
準
と
す
る
こ
と
の
有
用
性
は
低
下
す
る
。
技
術
的
に
も
、
特
定
の
構
成

国
内
と
の
関
係
で
そ
の
頒
布
を
確
実
且
つ
正
確
に
定
量
化
し
、
専
ら
そ
の
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
を
算
定
す
る
こ
と
が
常
に
可
能
で

あ
る
と
は
言
え
ず
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
、
権
利
を
害
す
る
情
報
が
世
界
の
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
自
身

が
知
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
国
内
ご
と
に
自
身
の
権
利
を
分
割
し
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
深
刻
な
負
担
に
な
る
と

（
66
）

。
そ
の
上

で
、
裁
判
所
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
場
合
に
つ
い
て
、S

h
evill

事
件
判
決
が
示
し
た
結
果
発
生
地
の
連
結
基
準
の
再

解
釈
を
次
の
よ
う
に
行
う
。

オ
ン
ラ
イ
ン
を
介
し
た
人
格
権
侵
害
の
被
害
者
は
、
Ｅ
Ｕ
領
域
内
で
侵
害
に
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に
、
発
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で
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を
提
起
で
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よ
う
に
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正
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れ
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。
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の
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は
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上
に

置
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の
人
格
権
に
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影
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も
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（center of interest
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の
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が
そ
の
利
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の
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を
有
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る
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は
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も
あ
る
が
、
通
常
は
そ
の
者
の
常
居
所
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
管
轄
は
、
被
告
に
と
っ
て
も
、
有
害
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
公
表
者

は
そ
れ
を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
置
い
た
時
点
で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
対
象
者
の
利
益
の
中
心
を
知
る
べ
き
立
場
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

管
轄
規
則
の
予
見
可
能
性
と
い
う
目
的
と
合
致
す
る

（
67
）

。
結
局
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈢
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
置
か
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
被
害
者
は
、
発
生
し
た
全
て
の
損
害
に
つ

き
、
コ
ン
テ
ン
ツ
公
表
者
の
事
業
所
所
在
地
の
構
成
国
か
又
は
自
身
の
利
益
の
中
心
の
あ
る
構
成
国
の
裁
判
所
に
提
訴
で
き
る
。
被
害
者

は
ま
た
、
コ
ン
テ
ン
ツ
が
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
置
か
れ
て
い
る
か
又
は
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
っ
た
領
域
の
構
成
国
内
の
裁
判
所
に
お

い
て
も
提
訴
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
係
争
裁
判
所
の
構
成
国
の
領
域
内
に
お
い
て
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
管
轄
を
有
す
る

と
（
68
）

。

eD
ate

事
件
の
判
断
は
、
基
本
的
に
はS

h
evill

事
件
の
モ
ザ
イ
ク
理
論
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
を
越
え
て
、
被
害
者
が

被
害
の
全
額
を
求
め
て
提
訴
で
き
る
法
域
の
数
を
明
ら
か
に
拡
大
す
る
。
即
ち
、
被
害
者
は
、
公
表
者
の
事
業
所
所
在
地
だ
け
で
な
く
被

害
者
が
利
益
の
中
心
を
持
つ
全
て
の
構
成
国
内
で
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
が
、
そ
の
他
に
有
害
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な

構
成
国
の
裁
判
所
で
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
構
成
国
内
で
被
っ
て
い
る
損
害
に
関
し
加
害
者
を
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
に
な

る
（
69
）

。
以
上
のS

h
evill

事
件
やeD

ate

事
件
は
個
人
の
人
格
権
侵
害
を
扱
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
近
時
、
法
人
の
人
格
権
侵
害
を
扱
っ

たB
olagsu

pplysn
in

gen
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Ü
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事
件

（
70
）

に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
が
あ
っ
た
の
で
、

次
に
そ
れ
を
紹
介
し
た
い
。

本
件
は
、
エ
ス
ト
ニ
ア
法
人
と
そ
の
従
業
員
で
あ
る
原
告
ら
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
業
者
団
体
で
あ
る
被
告
を
相
手
方
と
し
て
、
被
告

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
原
告
に
関
す
る
誤
っ
た
情
報
の
修
正
、
表
示
さ
れ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
の
削
除
及
び
精
神
的
損
害

）
〇
四
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
三

へ
の
補
償
を
求
め
て
エ
ス
ト
ニ
ア
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
ら
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
被
告
は
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で

原
告
を
「
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
に
含
め
た
上
で
、
原
告
法
人
が
詐
欺
・
欺
瞞
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
、
同
サ
イ
ト
の
討
議
用
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
に
は
、
原
告
ら
へ
直
接
的
な
暴
力
行
為
を
要
求
す
る
も
の
が
多
数
あ
っ
た
。
原
告
ら
は
リ
ス
ト
か
ら
の
除

去
と
コ
メ
ン
ト
の
削
除
を
求
め
た
が
、
被
告
に
よ
り
拒
否
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
当
該
情
報
と
コ
メ
ン
ト
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
書
か
れ
、

エ
ス
ト
ニ
ア
で
の
被
害
発
生
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ク
ロ
ー
ネ
で
の
取
引
高
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
被
害
が
発
生
し

て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、S

h
evill

事
件
やeD

ate

事
件
な
ど
の
先
例
を
確
認
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う

に
判
断
す
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
申
立
て
の
場
合
、
侵
害
は
通
常
、
被
害
者
が
評
判
を
享
受
す
る
地

で
あ
る
そ
の
者
の
利
益
の
中
心
で
最
も
強
く
受
け
る
。
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
基
準
は
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
マ
テ
リ
ア
ル
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
損
害
が
最
も
顕
著
に
発
生
す
る
地
を
反
映
す
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
利
益
の
中
心
が
所
在
す
る
構
成
国
の
裁
判
所
が
、
そ

の
者
の
権
利
に
対
す
る
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
影
響
を
評
価
す
る
最
適
な
地
と
い
え
る
。
ま
た
、
利
益
の
中
心
の
基
準
は
、
管
轄
の
予
見
可

能
性
と
い
う
目
的
に
も
合
致
す
る

（
71
）

。
利
益
の
中
心
の
基
準
は
、
被
害
が
本
質
的
に
物
質
的
な
も
の
か
非
物
質
的
か
の
問
題
と
関
係
が
な
け

れ
ば
、
適
正
な
司
法
行
政
の
利
益
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
も
の
で
、
特
段
に
原
告
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
い
た
め
、
そ
の
者

が
自
然
人
か
法
人
か
は
決
定
的
で
は
な
い
。
更
に
、
法
人
の
利
益
の
中
心
は
、
そ
の
商
業
的
評
判
が
最
も
堅
固
に
確
立
さ
れ
地
で
あ
る
経

営
活
動
の
主
要
部
分
の
実
行
地
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
事
業
所
の
所
在
地
が
ど
こ
か
は
決
定
的
な
基
準
で
な
い
と
判
示
す

る
（
72
）

。以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
不
正
確
な
情
報
の
公
表
と
コ
メ
ン
ト
の
削

）
〇
四
四
（
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二
八
四

除
の
怠
慢
に
よ
る
人
格
権
侵
害
を
主
張
す
る
法
人
は
、
そ
の
利
益
の
中
心
が
所
在
す
る
構
成
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
そ
の
情
報
の
訂
正
、

コ
メ
ン
ト
の
削
除
及
び
被
っ
た
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
の
補
償
を
求
め
て
提
訴
で
き
る
。
ま
た
、
法
人
が
登
録
事
務
所
の
所
在
地
と
は
別

の
構
成
国
内
で
活
動
の
主
要
部
分
を
実
行
す
る
場
合
も
、
同
法
人
は
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
別
の
構
成
国
内
に
お
い

て
加
害
者
を
提
訴
で
き
る
と
す
る

（
73
）

。
更
に
、
オ
ン
ラ
ン
上
の
情
報
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
性
質
と
そ
れ
ら
の
頒
布
の
範
囲
が
普

遍
的
で
あ
る
点
を
考
慮
し
、
単
一
且
つ
不
可
分
で
あ
る
情
報
の
訂
正
と
コ
メ
ン
ト
の
削
除
の
申
立
て
は
、
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
の
賠
償

請
求
に
つ
き
判
断
す
る
管
轄
権
を
持
つ
裁
判
所
の
み
が
判
断
で
き
、
そ
の
管
轄
権
を
有
し
な
い
裁
判
所
は
で
き
な
い
と
も
判
示
す
る

（
74
）

。

⑵
　
知
的
財
産
権
侵
害

名
誉
毀
損
・
人
格
権
侵
害
の
場
合
と
同
様
に
、
電
子
的
手
段
を
介
し
て
行
わ
れ
る
知
的
財
産
権
の
侵
害
の
場
合
も
、
複
数
国
内
で
同
時

的
に
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
侵
害
の
地
の
決
定
が
困
難
に
な
る
。
Ｉ
ａ
規
則
は
、
知
的
財
産
権
の
登
録
と
有
効
性
に
関
す

る
紛
争
に
つ
き
、
そ
の
専
属
管
轄
を
定
め
た
第
六
節
の
二
四
条
㈣
に
別
途
規
定
を
置
く
が
、
不
法
行
為
に
関
し
て
は
明
文
規
定
を
欠
く
た

め
、
不
法
行
為
一
般
の
管
轄
規
則
で
あ
る
七
条
㈡
の
適
用
が
問
題
に
な
る

（
75
）

こ
と
か
ら
、
同
規
定
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
に
つ
い

て
、
著
作
権
侵
害
事
案
か
ら
紹
介
し
た
い
。

⒜
　
著
作
権
侵
害

先
ず
、P

eter P
in

ckn
ey v. K

D
G

 M
ed

iatech
 A

G

事
件

（
76
）

を
紹
介
す
る
。
本
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
原
告
が
、
被
告
オ
ー
ス

ト
リ
ア
会
社
を
相
手
方
と
し
て
、
自
身
が
提
供
し
別
の
グ
ル
ー
プ
が
レ
コ
ー
ド
化
し
て
い
た
楽
曲
に
つ
き
、
被
告
に
よ
り
無
断
で
オ
ー
ス

ト
リ
ア
国
内
に
お
い
て
Ｃ
Ｄ
に
複
製
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
を
通
じ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
販
売
さ
れ
た
と
し
て
、
著
作
権
侵
害
に
根

拠
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
件
で
あ
る
。
当
該
Ｃ
Ｄ
は
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
の
依
頼
を
受
け
被
告
が
自
国

）
〇
四
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
五

内
で
プ
レ
ス
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
被
害
者
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
全
て
の
構

成
国
内
で
提
訴
す
る
選
択
権
を
有
す
る
か
、
及
び
構
成
国
内
に
所
在
す
る
公
衆
に
向
け
ら
れ
て
い
た
（directed at

）
こ
と
が
必
要
か
又

は
他
の
明
確
な
連
結
要
素
の
存
在
が
必
要
か
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
の
解
釈
に
関
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
不
法
行
為
の

発
生
地
の
特
定
に
お
い
て
、
人
格
権
侵
害
と
知
的
財
産
権
・
工
業
所
有
権
侵
害
と
を
区
別
し
て
き
た
と
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①

同
規
定
の
意
味
に
お
け
る
発
生
す
る
損
害
が
権
利
の
性
質
に
よ
り
異
な
る
こ
と
、
②
特
定
構
成
国
内
で
被
害
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
は
、

侵
害
さ
れ
る
権
利
が
そ
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
要
件
に
服
す
こ
と
、
③
管
轄
の
付
与
は
、
十
分
な
根
拠
の
あ
る
侵
害
で
あ
る
こ
と
を

判
断
す
る
最
適
な
地
で
あ
る
か
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
従
っ
て
、
知
的
財
産
権
・
工
業
所
有
権
の
侵
害
つ
い
て
は
、

eD
ate

事
件
に
お
い
て
示
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
理
論
は
採
用
で
き
ず
、
権
利
の
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
最
適
な
地
で
あ
る

登
録
国
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
と
す
る

（
77
）

。
そ
の
上
で
、
こ
の
結
論
は
、
登
録
を
要
せ
ず
自
動
的
に
保
護
さ
れ
る
著
作
権
に
も
当
て

は
ま
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
は
、
活
動
が
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
向
け
ら
れ
て
（directed to

）
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
同
一
七
条
㈠
⒞
と

は
異
な
り
、
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
す
る
か
又
は
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
唯
一
の
要
件
で
あ
る
た
め
、
著
作
権
侵
害
の

場
合
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
が
原
告
の
著
作
権
を
保
護
し
、
損
害
が
そ
の
法
域
内
で
発
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
に
は
、
係
属

裁
判
所
の
管
轄
は
既
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
著
作
権
侵
害
の
場
合
、
被
告
に

よ
る
作
品
の
複
製
物
が
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
か
ら
取
得
で
き
る
可
能
性
の
存
在
に

な
る
。
だ
が
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
保
護
は
そ
の
構
成
国
内
で
の
み
有
効
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所
は
、
自
身
の
構

）
〇
四
三
（
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判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
の
解
釈
に
関
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
不
法
行
為
の

発
生
地
の
特
定
に
お
い
て
、
人
格
権
侵
害
と
知
的
財
産
権
・
工
業
所
有
権
侵
害
と
を
区
別
し
て
き
た
と
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①

同
規
定
の
意
味
に
お
け
る
発
生
す
る
損
害
が
権
利
の
性
質
に
よ
り
異
な
る
こ
と
、
②
特
定
構
成
国
内
で
被
害
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
は
、

侵
害
さ
れ
る
権
利
が
そ
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
要
件
に
服
す
こ
と
、
③
管
轄
の
付
与
は
、
十
分
な
根
拠
の
あ
る
侵
害
で
あ
る
こ
と
を

判
断
す
る
最
適
な
地
で
あ
る
か
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
従
っ
て
、
知
的
財
産
権
・
工
業
所
有
権
の
侵
害
つ
い
て
は
、

eD
ate

事
件
に
お
い
て
示
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
理
論
は
採
用
で
き
ず
、
権
利
の
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
最
適
な
地
で
あ
る

登
録
国
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
と
す
る

（
77
）

。
そ
の
上
で
、
こ
の
結
論
は
、
登
録
を
要
せ
ず
自
動
的
に
保
護
さ
れ
る
著
作
権
に
も
当
て

は
ま
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
は
、
活
動
が
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
向
け
ら
れ
て
（directed to

）
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
同
一
七
条
㈠
⒞
と

は
異
な
り
、
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
す
る
か
又
は
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
唯
一
の
要
件
で
あ
る
た
め
、
著
作
権
侵
害
の

場
合
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
が
原
告
の
著
作
権
を
保
護
し
、
損
害
が
そ
の
法
域
内
で
発
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
に
は
、
係
属

裁
判
所
の
管
轄
は
既
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
著
作
権
侵
害
の
場
合
、
被
告
に

よ
る
作
品
の
複
製
物
が
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
か
ら
取
得
で
き
る
可
能
性
の
存
在
に

な
る
。
だ
が
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
保
護
は
そ
の
構
成
国
内
で
の
み
有
効
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所
は
、
自
身
の
構

）
〇
四
三
（
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六

成
国
内
で
発
生
し
た
被
害
の
み
を
裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る

（
78
）

。
最
終
的
に
、
著
作
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
著
作
物
が
係
属
裁
判
所
の
構
成

国
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
場
合
、
七
条
㈡
に
よ
り
、
そ
の
係
属
裁
判
所
は
、
同
国
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
を

通
じ
て
、
別
の
構
成
国
内
の
企
業
が
支
持
材
上
（on a m

aterial support

）
に
複
製
し
た
著
作
物
を
第
三
国
内
の
企
業
が
販
売
す
る
と
き
、

著
作
者
に
よ
る
複
製
物
の
製
作
者
に
対
す
る
責
任
訴
訟
を
裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と
判
示
す
る

（
79
）

。

か
く
し
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
被
害
者
は
、
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
全
て
構
成
国
内
で
提

訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
又
は
構
成
国
内
に
所
在
す
る
公
衆
に
向
け
ら
れ
て
い
る
（directed at

）
か
若
し
く
は
他
の
連
結
点
が
必
要

か
と
い
う
標
的
（targeting

）
の
問
題
か
ら
論
点
を
変
更
し
、
物
質
の
形
で
存
在
し
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
販
売
さ
れ
る
媒
体
と
い
う
非
常
に

限
定
的
な
問
題
に
絞
り
判
断
を
行
う

（
80
）

。
そ
し
て
、
構
成
国
の
裁
判
所
は
、
他
の
構
成
国
内
の
事
業
者
で
且
つ
そ
の
構
成
国
の
法
域
内
か
ら

ア
ク
セ
ス
可
能
な
サ
イ
ト
上
で
販
売
さ
れ
る
作
品
の
複
製
物
を
製
作
す
る
事
業
者
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
当
該

国
家
内
に
お
け
る
損
害
に
関
し
て
の
み
裁
定
で
き
る
と
判
示
す
る
。
同
様
に
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
が
、
複
数
の
構
成
国
内
に
所
在
す
る

複
数
の
著
作
権
侵
害
者
が
関
わ
る
事
案
がH

i H
otel H

C
F

 S
A

R
L

 v. U
w

e S
poerin

g

事
件

（
81
）

で
あ
る
。

本
件
で
は
、
ド
イ
ツ
居
住
の
写
真
家
で
あ
る
原
告
と
フ
ラ
ン
ス
所
在
の
被
告
会
社
と
の
間
で
、
原
告
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
被
告
が
所
有

す
る
ホ
テ
ル
の
室
内
の
写
真
撮
影
を
行
い
、
被
告
は
そ
の
写
真
に
つ
い
て
広
告
用
冊
子
と
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
お
い
て
の
み
利
用
で
き
る

旨
の
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
合
意
に
反
し
、
写
真
が
被
告
か
ら
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
も
事
業
所
を
有
す
る
ド
イ
ツ
の
出
版

社
に
譲
渡
さ
れ
、
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
室
内
装
飾
に
関
す
る
書
籍
に
利
用
さ
れ
た
た
め
、
原
告
が
そ
の
差
止
め
と
損
害
賠
償
を
求
め
て

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
提
訴
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
著
作
権
の
侵
害
に
関
し
、
複

数
の
加
害
者
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
場
合
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
の
法
域
内
に
お
い
て
は

）
〇
四
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
七

侵
害
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
加
害
者
の
一
人
に
つ
き
、
管
轄
を
確
立
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
例
に
よ
り
、
七
条
㈡
は
当
該
紛
争
と
損
害
の
事
実
の
発
生
地
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
と

の
間
の
密
接
関
連
性
の
存
在
に
基
づ
い
て
管
轄
を
容
認
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
関
連
性
の
特
定
が
被
告
の
責
任
の
判
断
に
最

適
な
地
に
所
在
す
る
裁
判
所
の
管
轄
権
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
適
切
に
係
属
で
き
る
唯
一
の
裁
判
所
は
、
そ
の
連
結
点
が
所
在

す
る
法
域
内
の
裁
判
所
で
あ
る
と
述
べ
る

（
82
）

。
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
推
定
の
加
害
者
が
複
数
存
在
し
、
そ
の
内
の
一
人
に
つ
い
て
の

み
、
そ
の
者
が
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
法
域
内
で
提
訴
さ
れ
る
場
合
、
原
因
と
な
る
事
実
が
七
条
㈡
の
意
味
で
裁
判
所
の
法
域
内
で
発
生

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
、
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
で
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
推
定
の
加
害
者
の
一
人
に
つ
き
、
損
害
の

原
因
と
な
る
事
実
の
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
管
轄
は
容
認
さ
れ
な
い
と
判
示
す
る

（
83
）

。

だ
が
、
推
定
の
加
害
者
の
一
人
が
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
で
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に

構
成
国
の
裁
判
所
に
管
轄
が
付
与
さ
れ
る
か
に
つ
き
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
つ
きP

in
ckn

ey

事
件
が
係
属
裁
判
所
の
構

成
国
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
著
作
権
侵
害
に
関
し
、
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
同
国
の
領
域
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み

裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と
判
示
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で

（
84
）

、
七
条
㈡
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

構
成
国
内
の
保
護
著
作
権
の
侵
害
に
つ
き
想
定
さ
れ
る
加
害
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
想
定
加
害
者
は
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、

損
害
の
原
因
事
実
に
基
づ
く
管
轄
の
確
立
は
容
認
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
に
お
い
て
損
害
発
生
の
可
能
性
が
存
す

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
七
条
㈡
に
よ
り
管
轄
が
確
立
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
係
属
裁
判
所
は
、
そ
の

構
成
国
の
領
域
内
に
お
い
て
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と

（
85
）

。
こ
の
判
断
の
意
図
は
、
非
居
住
の
共
同
侵
害

者
に
よ
る
行
為
の
地
で
も
現
実
の
損
害
発
生
地
で
も
な
い
構
成
国
に
お
け
る
訴
訟
を
回
避
し
て
、
侵
害
者
が
そ
の
国
で
行
為
を
行
っ
て
い

）
〇
四
九
（
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侵
害
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
加
害
者
の
一
人
に
つ
き
、
管
轄
を
確
立
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
例
に
よ
り
、
七
条
㈡
は
当
該
紛
争
と
損
害
の
事
実
の
発
生
地
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
と

の
間
の
密
接
関
連
性
の
存
在
に
基
づ
い
て
管
轄
を
容
認
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
関
連
性
の
特
定
が
被
告
の
責
任
の
判
断
に
最

適
な
地
に
所
在
す
る
裁
判
所
の
管
轄
権
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
適
切
に
係
属
で
き
る
唯
一
の
裁
判
所
は
、
そ
の
連
結
点
が
所
在

す
る
法
域
内
の
裁
判
所
で
あ
る
と
述
べ
る

（
82
）

。
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
推
定
の
加
害
者
が
複
数
存
在
し
、
そ
の
内
の
一
人
に
つ
い
て
の

み
、
そ
の
者
が
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
法
域
内
で
提
訴
さ
れ
る
場
合
、
原
因
と
な
る
事
実
が
七
条
㈡
の
意
味
で
裁
判
所
の
法
域
内
で
発
生

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
、
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
で
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
推
定
の
加
害
者
の
一
人
に
つ
き
、
損
害
の

原
因
と
な
る
事
実
の
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
管
轄
は
容
認
さ
れ
な
い
と
判
示
す
る

（
83
）

。

だ
が
、
推
定
の
加
害
者
の
一
人
が
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
で
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に

構
成
国
の
裁
判
所
に
管
轄
が
付
与
さ
れ
る
か
に
つ
き
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
つ
きP
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事
件
が
係
属
裁
判
所
の
構

成
国
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
著
作
権
侵
害
に
関
し
、
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
同
国
の
領
域
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み

裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と
判
示
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で

（
84
）

、
七
条
㈡
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

構
成
国
内
の
保
護
著
作
権
の
侵
害
に
つ
き
想
定
さ
れ
る
加
害
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
想
定
加
害
者
は
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、

損
害
の
原
因
事
実
に
基
づ
く
管
轄
の
確
立
は
容
認
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
に
お
い
て
損
害
発
生
の
可
能
性
が
存
す

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
七
条
㈡
に
よ
り
管
轄
が
確
立
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
係
属
裁
判
所
は
、
そ
の

構
成
国
の
領
域
内
に
お
い
て
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と

（
85
）

。
こ
の
判
断
の
意
図
は
、
非
居
住
の
共
同
侵
害

者
に
よ
る
行
為
の
地
で
も
現
実
の
損
害
発
生
地
で
も
な
い
構
成
国
に
お
け
る
訴
訟
を
回
避
し
て
、
侵
害
者
が
そ
の
国
で
行
為
を
行
っ
て
い

）
〇
四
九
（
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な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
現
実
の
損
害
が
発
生
す
る
構
成
国
へ
の
提
訴
を
容
認
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る

（
86
）

。
こ
のH
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イ
ン
名
が
論
じ
ら
れ
た
の
が
、
次
のP
ez H

ejd
u

k v. E
n

ergieA
gen

tu
r.N

R
W

 G
m

bH

事
件

（
87
）

で

あ
る
。

本
件
は
、
プ
ロ
の
建
築
写
真
家
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
居
住
の
原
告
が
撮
影
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
建
築
家
Ａ
の
建
築
物
の
写
真
が
ド

イ
ツ
の
被
告
会
社
に
よ
り
無
断
使
用
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
Ａ
は
被
告
が
企
画
し
た
会
議
内
で
Ａ
自
身
の
建
築
物
の
解
説
の
た
め
に
、
原

告
の
許
可
を
得
て
写
真
を
使
用
し
て
い
た
が
、
後
に
、
被
告
が
原
告
と
Ａ
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
そ
の
写
真
を
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
上
に
掲
載
し
、
閲
覧
と
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
な
状
態
に
置
い
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
損
害
賠
償
を
求
め
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
提
訴
に

及
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
写
真
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
ア
ク
セ
ス
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
著
作
権
侵
害
の
申
立
て
に
つ

き
、
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
著
作
権
の
権
利
者
の
居
住
地
国
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
以
外
の
構
成
国
（
ド
イ
ツ
）
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ

ン
名
で
管
理
さ
れ
る
場
合
に
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
、
侵
害
者
の
所
在
地
の
構
成
国
の
み
に
管
轄
を
認
め
る
か
、
又

は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
向
け
ら
れ
て
い
る
構
成
国
に
も
容
認
す
る
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
例
に
よ
り
、
七
条
㈡
に
お
い
て
不
法
行
為
に
関
し
て
管
轄
が
容
認
さ
れ
る
「
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生

し
た
か
又
は
発
生
す
る
危
険
が
あ
る
地
」
と
は
、
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）
と
損
害
を
発
生
さ
せ
る
事
実
の
地
（
行
為
地
）
の
双
方
を

指
し
、
原
告
は
そ
の
選
択
に
よ
り
そ
れ
ら
の
何
れ
か
一
方
の
裁
判
所
で
被
告
を
提
訴
で
き
る
こ
と
を
確
認
し

（
88
）

、
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

本
件
で
は
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
写
真
著
作
物
を
利
用
可
能
な
状
態
に
置
い
た
こ
と
に
よ
る
侵
害

の
場
合
に
お
け
る
、
結
果
発
生
地
と
行
為
地
の
決
定
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
先
ず
行
為
地
の
決
定
に
つ
い
て
、
損

害
発
生
の
原
因
と
な
る
事
実
は
、
被
告
が
原
告
の
許
諾
を
得
な
い
で
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
写
真
を
置
い
た
行
為
で
あ
り
、

）
〇
四
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
九

侵
害
を
構
成
す
る
可
能
性
の
あ
る
作
為
又
は
不
作
為
は
被
告
の
本
拠
地
の
み
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
地
は
、
被
告
が
写
真

を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
置
く
こ
と
を
決
定
し
且
つ
実
行
し
た
地
で
あ
る
か
ら
と
結
論
づ
け
る

（
89
）

。
結
局
、
原
告
の
構
成
国
の
係
属
裁
判
所
に
対

し
、
侵
害
行
為
の
実
行
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
管
轄
を
付
与
で
き
な
い
た
め
、
次
に
裁
判
所
は
、
結
果
発
生
地
と
し
て
の
係
属
裁
判
所

の
管
轄
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
へ
と
進
む
。

こ
の
点
に
つ
き
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、P

in
ckn

ey

事
件
に
お
い
て
既
に
、
著
作
権
侵
害
の
場
合
、
七
条
㈡
の
意
味
に
お
け
る
特
定
構

成
国
内
の
損
害
発
生
の
成
立
に
は
、
同
構
成
国
内
で
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
確
認
す
る
。
ま
た
、
被
告
に
よ
る
、
自

己
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
ド
イ
ツ
固
有
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名‘.de ’

を
使
用
す
る
も
の
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
向
け
ら
れ
ず
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
内
で
は
損
害
が
発
生
し
て
い
な
い
と
の
主
張
に
対
し
て
も
、P

in
ckn

ey

事
件
に
従
い
、
消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
に
関

す
る
Ｉ
ａ
規
則
一
七
条
㈠
⒞
と
は
異
な
り
、
七
条
㈡
は
当
該
活
動
が
構
成
国
に
「
向
け
ら
れ
て
」（directed to

）
い
る
こ
と
を
要
件
と
し

な
い
た
め
、
損
害
の
発
生
・
見
込
み
は
、
係
属
構
成
国
か
ら
被
告
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
原
告
が
権
利
を
持
つ
写
真
へ
の
ア
ク
セ
ス

可
能
性
で
良
い
と
述
べ
る
。
最
終
的
に
、
七
条
㈡
に
よ
り
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
お
け
る
保
護
著
作
権
の
侵
害
の
場
合
、
裁
判
所
は
、

損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
そ
の
法
域
内
よ
り
ア
ク
セ
ス
可
能
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
著
作
物
が
置
か
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

賠
償
請
求
を
審
理
す
る
管
轄
を
有
し
、
そ
の
場
合
は
、
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
判
断
で
き
る
と
判
示
す
る

（
90
）

。
し
か

し
、
こ
の
裁
判
所
の
判
断
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
強
い
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。

本
件
の
法
務
官
は
、
損
害
が
非
局
在
化
さ
れ
て
（delocalised

）
い
る
本
件
にP

in
ckn

ey

事
件
判
決
を
適
用
し
よ
う
と
し
て
も
、
実
行

で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
し
、
裁
判
所
の
判
断
に
反
対
す
る

（
91
）

。
両
事
件
は
同
様
に
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
が
、
Ｃ
Ｄ

の
複
製
と
オ
ン
ラ
イ
ン
市
場
で
の
販
売
と
い
う
金
銭
的
報
酬
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
案
で
、
損
害
発
生
地
を
確
定
で
き
る

）
〇
四
四
（
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四
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八
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（
二
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二
一
年
九
月
）

二
九
〇

P
in

ckn
ey

事
件
と
は
異
な
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
ア
ク
セ

ス
の
可
能
性
だ
け
で
は
損
害
発
生
地
の
確
定
が
困
難
で
あ
り
、
報
酬
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
な
く
、
事
業
の
一
部
と
し
て
の
公
衆
へ

の
通
信
行
為
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
管
轄
が
容
認
さ
れ
て
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
原
告
著
作
権
に
対
す
る
侵

害
は
な
い
、
或
い
は
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
も
損
害
の
程
度
は
低
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
か
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
損
害
の
地
域
的
な
分
割
は
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
、
被
っ
た
損
害
の
全
体
に
つ
い
て
原
告
に
補
償
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、

P
in

ckn
ey

事
件
の
判
例
法
と
は
矛
盾
す
る
と

（
92
）

。
そ
こ
で
、
七
条
㈡
の
運
用
に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
用
に
よ
り
損
害
が
非

局
在
化
さ
れ
る
場
合
、
損
害
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
発
生
地
の
基
準
を
排
除
し
、
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
出
来
事
の
発
生
地
国
の
裁
判
所

に
の
み
管
轄
を
制
限
す
べ
き
と
提
案
さ
れ
る

（
93
）

。

⒝
　
商
標
権
侵
害

W
in

tersteiger A
G

 v. P
rod

u
cts 4U

 S
on

d
erm

asch
in

en
bau

 G
m

bH

事
件

（
94
）

で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
商
標
権
侵
害
が
議
論
さ
れ

て
い
る
。
原
告
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
拠
点
を
置
く
、
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
用
具
の
製
造
・
販
売
を
行
う
会
社
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
商
標
で
あ
る‘W

intersteiger ’

の
所
有
権
者
で
あ
る
。
他
方
、
被
告
は
、
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
用
具
の
修
理
・
修
繕
道
具
の
開

発
及
び
販
売
を
行
う
ド
イ
ツ
法
人
で
あ
る
が
、
原
告
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
用
具
の
た
め
の
付
属
品
を
、
原
告
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
く

「W
itersteiger

付
属
品
」（W

intersteiger-Z
ubehör

）
の
名
で
製
造
・
販
売
を
行
っ
て
い
る
。
被
告
は
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
以
降
、

‘G
oogle Internet ’

上
の
検
索
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
広
告
シ
ス
テ
ム
に
キ
ー
ワ
ー
ド
（A

dW
ord

）
と
し
て‘W

intersteiger ’

の

登
録
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
登
録
の
保
有
は
、G

oogle

ド
イ
ツ
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
で
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト‘google.de ’

に
限
ら
れ
、
ユ
ー
ザ
が
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て‘W

intersteiger ’
を
入
力
す
る
と
、
検
索
結
果
の
最
初
に
原
告
の
ウ
ェ

）
〇
四
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
一

ブ
サ
イ
ト
へ
リ
ン
ク
さ
れ
た
が
、
同
時
に
広
告
欄
が
現
れ
、
被
告
の
広
告
へ
と
誘
導
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、G

oogle

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
で
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト‘google.at ’

に
お
い
て
は
、‘W

intersteiger ’

を
検
索
し
て
も
被
告
の
広
告
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
原
告
が
、‘google.de ’

上
に
被
告
が
広
告
を
置
く
こ
と
に
よ
り
原
告
が
有
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
商
標
権

を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
に
差
し
止
め
を
求
め
て
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
が
、‘google.de ’

は
専
ら
ド
イ
ツ
国
内
の
ユ
ー
ザ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
広
告
は
ド
イ
ツ
国
内
の
消
費
者
の
み
を
視
野

に
入
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
裁
判
所
の
管
轄
を
争
っ
た
こ
と
か
ら
、
様
々
な
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
お
い
て
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
商
標
権
に
関
し
、
他
の
構
成
国
に
所
在

す
る
者
に
よ
り
そ
の
商
標
と
同
一
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
侵
害
が
主
張
さ
れ
る
場
合
の
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡

（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
に
基
づ
く
管
轄
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
ず
、eD

ate

事
件
に
お
い
て
七
条
㈡
の
「
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
し
た
か
、
発
生
す
る
危
険
が
あ
る

地
」
の
表
現
は
、
損
害
発
生
地
と
損
害
の
原
因
事
実
の
発
生
地
の
双
方
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
損
害
発
生
地
に
つ
い

て
検
討
し
、eD

ate

事
件
で
示
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
基
準
は
、
全
て
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
人
格
権
侵
害
の
文
脈
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
本
件
の
よ
う
な
保
護
が
登
録
さ
れ
る
構
成
国
内
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
知
的
財
産
権
侵
害
に
は
適
用
で
き

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る

（
95
）

。
そ
の
上
で
、
自
国
内
で
保
護
さ
れ
る
商
標
の
侵
害
を
最
も
適
切
に
評
価
で
き
る
の
は
、
当
該
商
標
の
登
録
の
構

成
国
で
あ
り
、
そ
の
国
の
裁
判
所
が
権
利
所
有
者
に
発
生
し
た
全
損
害
を
判
定
し
、
全
侵
害
の
停
止
の
申
立
て
を
審
理
す
る
権
限
を
有
す

る
と
す
る
と
し
、
あ
る
構
成
国
の
登
録
商
標
を
別
の
構
成
国
の
国
別
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
運
営
す
る
検
索
エ
ン
ジ

ン
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
そ
の
商
標
と
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
侵
害
の
訴
訟
は
、
当
該
商
標
の
登
録
構
成
国
の
裁
判

）
〇
四
七
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
一

ブ
サ
イ
ト
へ
リ
ン
ク
さ
れ
た
が
、
同
時
に
広
告
欄
が
現
れ
、
被
告
の
広
告
へ
と
誘
導
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、G

oogle

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
で
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト‘google.at ’

に
お
い
て
は
、‘W

intersteiger ’

を
検
索
し
て
も
被
告
の
広
告
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
原
告
が
、‘google.de ’

上
に
被
告
が
広
告
を
置
く
こ
と
に
よ
り
原
告
が
有
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
商
標
権

を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
に
差
し
止
め
を
求
め
て
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
が
、‘google.de ’

は
専
ら
ド
イ
ツ
国
内
の
ユ
ー
ザ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
広
告
は
ド
イ
ツ
国
内
の
消
費
者
の
み
を
視
野

に
入
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
裁
判
所
の
管
轄
を
争
っ
た
こ
と
か
ら
、
様
々
な
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
お
い
て
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
商
標
権
に
関
し
、
他
の
構
成
国
に
所
在

す
る
者
に
よ
り
そ
の
商
標
と
同
一
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
侵
害
が
主
張
さ
れ
る
場
合
の
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡

（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
に
基
づ
く
管
轄
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
ず
、eD
ate

事
件
に
お
い
て
七
条
㈡
の
「
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
し
た
か
、
発
生
す
る
危
険
が
あ
る

地
」
の
表
現
は
、
損
害
発
生
地
と
損
害
の
原
因
事
実
の
発
生
地
の
双
方
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
損
害
発
生
地
に
つ
い

て
検
討
し
、eD

ate

事
件
で
示
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
基
準
は
、
全
て
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
人
格
権
侵
害
の
文
脈
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
本
件
の
よ
う
な
保
護
が
登
録
さ
れ
る
構
成
国
内
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
知
的
財
産
権
侵
害
に
は
適
用
で
き

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る

（
95
）

。
そ
の
上
で
、
自
国
内
で
保
護
さ
れ
る
商
標
の
侵
害
を
最
も
適
切
に
評
価
で
き
る
の
は
、
当
該
商
標
の
登
録
の
構

成
国
で
あ
り
、
そ
の
国
の
裁
判
所
が
権
利
所
有
者
に
発
生
し
た
全
損
害
を
判
定
し
、
全
侵
害
の
停
止
の
申
立
て
を
審
理
す
る
権
限
を
有
す

る
と
す
る
と
し
、
あ
る
構
成
国
の
登
録
商
標
を
別
の
構
成
国
の
国
別
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
運
営
す
る
検
索
エ
ン
ジ

ン
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
そ
の
商
標
と
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
侵
害
の
訴
訟
は
、
当
該
商
標
の
登
録
構
成
国
の
裁
判

）
〇
四
七
（
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九
二

所
に
提
起
で
き
る
と
結
論
づ
け
る

（
96
）

。
続
い
て
裁
判
所
は
、
損
害
の
原
因
事
実
の
発
生
地
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

検
索
エ
ン
ジ
ン
上
で
そ
の
商
標
と
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
の
使
用
に
よ
る
侵
害
訴
訟
の
場
合
、
重
要
な
要
因
は
、
広
告
自
体
の
表
示

（display
）
で
は
な
く
、
制
作
さ
れ
た
広
告
を
表
示
す
る
技
術
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
広
告
主
に
よ
る
起
動
（activation

）
に
あ
る
。
商
標

を
業
と
し
て
（in the course of trade

）
利
用
す
る
者
は
、
検
索
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
で
は
な
く
、
商
標
と
同
一
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
選
択

す
る
広
告
主
で
あ
り
、
商
標
法
違
反
の
可
能
性
が
発
生
す
る
事
実
は
、
自
身
の
商
取
引
の
た
め
に
検
索
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
広
告
主
の

行
為
の
中
に
あ
る
。
従
っ
て
、
損
害
の
原
因
事
実
の
発
生
地
は
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
管
理
者
が
所
有
す
る
サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
で
は
な
く
、

広
告
の
表
示
プ
ロ
セ
ス
の
起
動
を
決
定
し
た
広
告
主
の
事
業
所
の
地
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
侵
害
訴
訟
は
、
広
告
主
の
事
業
所
の
あ
る
構
成

国
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
提
訴
で
き
る

（
97
）

。
そ
し
て
最
終
的
に
、
七
条
㈡
は
、
あ
る
構
成
国
の
登
録
商
標
を
別
の
構
成
国
の
国
別
ト
ッ
プ
レ

ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
運
営
す
る
検
索
エ
ン
ジ
ン
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
そ
の
商
標
と
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
る
侵
害
の
訴
訟
の
場
合
、
商
標
登
録
の
構
成
国
の
裁
判
所
か
又
は
広
告
主
の
事
業
所
の
地
の
構
成
国
の
裁
判
所
で
提
起
で
き
る
と
い
う

意
味
で
解
釈
さ
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
す
る

（
98
）

。

⒞
　
デ
ー
タ

オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
利
用
が
争
わ
れ
た
の
がF

ootball D
ataco L

td
 an

d
 O

th
ers v. S

portrad
ar G

m
bH

 

an
d

 O
th

er

事
件

（
99
）

で
あ
る
。
原
告
ら
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
の
企
画
に
責
任
を
有
し
、
イ

ギ
リ
ス
法
に
基
づ
い
て
、「
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
イ
ブ
」（F

ootball L
ive

）
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
対
す
る
「
固
有
の
権
利
」（sui generis

）
を
有
す

る
と
主
張
す
る
。‘F

ootball L
ive ’

は
、
進
行
中
の
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
関
す
る
様
々
な
デ
ー
タ
が
集
積
さ
れ
た
も
の
で
、
デ
ー
タ
の
収

集
・
検
証
に
は
相
当
な
投
資
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
編
集
に
も
ス
キ
ル
・
知
的
入
力
作
業
な
ど
が
求
め
れ
ら
れ
て
い
る
。
被
告
ら
は
、
特
に

）
〇
四
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
三

イ
ギ
リ
ス
の
試
合
の
結
果
や
統
計
を
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（‘betradar.com

’

）
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
提
供
す
る‘S

port L
ive 

D
ate ’

と
称
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ド
イ
ツ
の
会
社
と
そ
の
ス
イ
ス
の
親
会
社
で
あ
る
。
被
告
ら
の
顧
客
は
賭
博
会
社
で
、
イ
ギ
リ
ス
で

設
立
さ
れ
た
会
社
と
イ
ギ
リ
ス
の
市
場
を
標
的
と
し
て
賭
博
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
会
社
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
賭
博
会
社
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
は
、‘betradar.com

’

へ
の
リ
ン
ク
が
含
ま
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が‘L

ive S
core ’

の
選
択
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、

‘F
ootball L

ive ’

の
デ
ー
タ
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
原
告
ら
は
、
被
告
ら
が‘F

ootball L
ive ’

の
デ
ー
タ
を
複
製
し
、
そ
れ
を

‘L
ive S

core ’

を
ク
リ
ッ
ク
し
た
イ
ギ
リ
ス
内
の
大
衆
に
送
信
し
た
こ
と
に
よ
り
自
身
の
固
有
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ

の
損
害
に
対
す
る
補
償
を
求
め
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
が
、
送
信
行
為
は
デ
ー
タ
の
送
信
地
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
て
い
る
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
を
争
っ
た
こ
と
か
ら
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
法
的
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令96/6

を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
法
に
基
づ
き
固
有
の
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
デ
ー
タ
を
Ａ
構
成
国
（
ド
イ
ツ
）
に
あ
る
当
事
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
ー
バ
ー
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、
そ
こ
か
ら
Ｂ
構
成

国
（
イ
ギ
リ
ス
）
内
の
ユ
ー
ザ
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
デ
ー
タ
が
ユ
ー
ザ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
送
信
・
保
存
・
表
示
さ
れ
る
場

合
、
デ
ー
タ
の
送
信
行
為
は
、「
引
用
」（extraction

）
又
は
「
再
利
用
」（re-utilisation

）
行
為
を
構
成
す
る
か
に
つ
き
、
及
び
そ
れ
が

肯
定
さ
れ
る
場
合
、
当
事
者
に
よ
る
送
信
行
為
は
、
①
Ａ
構
成
国
の
み
、
②
Ｂ
構
成
国
の
み
、
又
は
③
Ａ
構
成
国
と
Ｂ
構
成
国
の
双
方
に

お
い
て
発
生
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
し
た
か
、
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

地
の
裁
判
所
に
特
別
管
轄
を
認
め
る
た
め
、
本
件
に
お
け
る
送
信
行
為
の
場
所
の
決
定
は
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
の
決
定
に
影
響
を
与
え
る
と

し
て

（
100
）

、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

）
〇
四
四
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
三

イ
ギ
リ
ス
の
試
合
の
結
果
や
統
計
を
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（‘betradar.com

’

）
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
提
供
す
る‘S

port L
ive 

D
ate ’

と
称
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ド
イ
ツ
の
会
社
と
そ
の
ス
イ
ス
の
親
会
社
で
あ
る
。
被
告
ら
の
顧
客
は
賭
博
会
社
で
、
イ
ギ
リ
ス
で

設
立
さ
れ
た
会
社
と
イ
ギ
リ
ス
の
市
場
を
標
的
と
し
て
賭
博
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
会
社
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
賭
博
会
社
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
は
、‘betradar.com

’

へ
の
リ
ン
ク
が
含
ま
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が‘L

ive S
core ’

の
選
択
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、

‘F
ootball L

ive ’
の
デ
ー
タ
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
原
告
ら
は
、
被
告
ら
が‘F

ootball L
ive ’

の
デ
ー
タ
を
複
製
し
、
そ
れ
を

‘L
ive S

core ’

を
ク
リ
ッ
ク
し
た
イ
ギ
リ
ス
内
の
大
衆
に
送
信
し
た
こ
と
に
よ
り
自
身
の
固
有
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ

の
損
害
に
対
す
る
補
償
を
求
め
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
が
、
送
信
行
為
は
デ
ー
タ
の
送
信
地
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
て
い
る
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
を
争
っ
た
こ
と
か
ら
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
法
的
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令96/6

を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
法
に
基
づ
き
固
有
の
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
デ
ー
タ
を
Ａ
構
成
国
（
ド
イ
ツ
）
に
あ
る
当
事
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
ー
バ
ー
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、
そ
こ
か
ら
Ｂ
構
成

国
（
イ
ギ
リ
ス
）
内
の
ユ
ー
ザ
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
デ
ー
タ
が
ユ
ー
ザ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
送
信
・
保
存
・
表
示
さ
れ
る
場

合
、
デ
ー
タ
の
送
信
行
為
は
、「
引
用
」（extraction
）
又
は
「
再
利
用
」（re-utilisation

）
行
為
を
構
成
す
る
か
に
つ
き
、
及
び
そ
れ
が

肯
定
さ
れ
る
場
合
、
当
事
者
に
よ
る
送
信
行
為
は
、
①
Ａ
構
成
国
の
み
、
②
Ｂ
構
成
国
の
み
、
又
は
③
Ａ
構
成
国
と
Ｂ
構
成
国
の
双
方
に

お
い
て
発
生
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
し
た
か
、
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

地
の
裁
判
所
に
特
別
管
轄
を
認
め
る
た
め
、
本
件
に
お
け
る
送
信
行
為
の
場
所
の
決
定
は
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
の
決
定
に
影
響
を
与
え
る
と

し
て

（
100
）

、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

）
〇
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
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第
二
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（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
九
四

先
ず
、
管
理
者
の
意
図
と
は
無
関
係
に
世
界
中
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が
瞬
時
に
閲
覧
で
き
る
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
コ
ン

テ
ン
ツ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
（
偏
在
的
）
な
性
質
を
考
慮
す
る
と
、
単
に
デ
ー
タ
を
含
む
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
特
定
国
家
の
領
域
内
か
ら
ア
ク
セ

ス
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
管
理
者
が
再
利
用
行
為
を
実
行
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
に
は
不
十
分
で
あ

り
、
被
告
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
ー
バ
ー
上
の
デ
ー
タ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ー
ザ
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
送
信
さ
れ
て
い

る
事
実
だ
け
で
は
、
再
利
用
行
為
が
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
実
行
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
101
）

。
代
わ
り
に
、
そ
の
よ
う
な
場
所
の

特
定
に
は
、
行
為
の
実
行
側
が
送
信
を
受
け
る
構
成
国
の
領
域
内
の
者
を
標
的
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
証
拠
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
、
被
告
ら
が
そ
の
サ
ー
バ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
イ
ギ
リ
ス
の
賭
博
会
社
に
付
与
し
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
ユ
ー
ザ
が
母
国

語
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
状
況
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
公
衆
を
標
的
に
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
証
拠
が
存
在
す
る

場
合
、
再
利
用
行
為
は
、
デ
ー
タ
を
受
信
す
る
ユ
ー
ザ
の
地
で
あ
る
Ｂ
構
成
国
（
イ
ギ
リ
ス
）
に
所
在
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
判

示
す
る

（
102
）

。
一
方
、
被
告
ら
が
主
張
す
る
、
再
利
用
行
為
は
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
サ
ー
バ
ー
が
所
在
す
る
構
成
国
内
に
あ
る
と
の
主
張
に
つ

い
て
は
、
サ
ー
バ
ー
の
場
所
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
特
定
の
構
成
国
の
公
衆
を
標
的
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
オ
ン
ラ

イ
ン
上
で
再
利
用
を
行
う
管
理
者
が
サ
ー
バ
ー
を
そ
の
構
成
国
の
領
域
外
に
置
く
こ
と
で
同
国
法
の
適
用
の
回
避
が
可
能
に
な
る
こ
と
な

ど
を
理
由
に
、
拒
否
す
る

（
103
）

。

第
四
章

　
管
轄
合
意
に
関
す
る
判
例

本
章
に
お
い
て
は
、
オ
フ
ラ
イ
ン
に
よ
る
契
約
と
同
様
に
電
子
商
取
引
契
約
に
お
い
て
も
、
法
廷
地
を
選
択
す
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い

る
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
管
轄
合
意
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
し
た
い
。
Ｉ
ａ
規
則
は
、
そ
の
第
二
章
「
管
轄
」
に
第
七
節

）
〇
四
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
五

「
管
轄
合
意
」
を
設
け
、
二
五
条
に
お
い
て
、
一
定
の
方
式
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
る
管
轄
に
関
す
る
合
意
を
容
認
す
る
規
定
を
置
く
。

同
条
は
Ｉ
規
則
二
三
条
を
修
正
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
当
事
者
の
少
な
く
と
も
一
人
が
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
限

り
、
構
成
国
の
裁
判
所
の
管
轄
を
合
意
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
で
は
、
当
事
者
の
住
所
に
か
か
わ
ら
ず
、

構
成
国
の
裁
判
所
の
管
轄
を
合
意
す
る
こ
と
で
き
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
企
業
間
の
及

び
企
業
と
消
費
者
と
の
間
の
契
約
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
企
業
と
日
本
の
消
費
者
と
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
の
裁
判
所
に
管

轄
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
104
）

。
最
初
に
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
締
結
さ
れ
て
い
た
管
轄
合
意
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
非
常
に
議

論
を
呼
ん
だE

rich
 G

asser G
m

bH
 v. M

IS
A

T
 S

rl

事
件

（
105
）

か
ら
紹
介
し
た
い
。

本
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
登
録
事
務
所
を
有
す
る
原
告
と
イ
タ
リ
ア
所
在
の
会
社
で
原
告
か
ら
子
供
服
を
購
入
し
て
い
た
被
告
と
の

間
の
紛
争
で
あ
る
。
被
告
が
、
原
告
を
相
手
方
と
し
て
、
原
告
に
よ
る
契
約
上
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
契
約
終
了
の
確
認
と

費
用
の
未
返
還
に
よ
る
損
害
賠
償
の
支
払
い
な
ど
を
求
め
て
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
こ
と
を
受
け
、
逆
に
原
告
が
、
被
告
を
相

手
方
と
し
て
、
未
払
い
金
の
支
払
い
を
求
め
て
オ
ー
ス
ト
リ
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
原
告
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所

が
契
約
の
履
行
地
の
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
、
原
告
か
ら
被
告
に
送
ら
れ
た
請
求
書
の
全
て
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄

合
意
条
項
が
あ
り
、
条
約
一
七
条
（
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
に
相
当
す
る
）
に
よ
り
合
意
は
容
認
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
一
方
、
被
告
は
、
管
轄

の
一
般
規
定
で
あ
る
条
約
二
条
㈠
（
Ｉ
ａ
規
則
四
条
㈠
）
に
よ
り
、
管
轄
は
被
告
の
所
在
地
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
に
あ
る
と
し
、
同
一
の
ビ
ジ

ネ
ス
に
関
す
る
紛
争
に
関
す
る
訴
訟
が
既
に
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
で
開
始
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
後
訴
の
係
属
裁
判
所

は
、
一
七
条
に
基
づ
く
管
轄
合
意
に
よ
り
後
訴
の
裁
判
所
に
専
属
管
轄
が
付
与
さ
れ
る
場
合
、
条
約
二
一
条
（
Ｉ
ａ
規
則
二
九
条
に
相
当
す

る
）
の
意
味
に
お
い
て
、
先
訴
の
係
属
裁
判
所
の
管
轄
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
又
は
二
一
条
に
従
い
、
先
訴
の
係
属
裁
判
所

）
〇
四
三
（



イ
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上
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裁
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管
轄
合
意
」
を
設
け
、
二
五
条
に
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て
、
一
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の
方
式
に
基
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て
締
結
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管
轄
に
関
す
る
合
意
を
容
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す
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規
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。

同
条
は
Ｉ
規
則
二
三
条
を
修
正
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
当
事
者
の
少
な
く
と
も
一
人
が
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
限

り
、
構
成
国
の
裁
判
所
の
管
轄
を
合
意
す
る
こ
と
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認
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て
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た
が
、
Ｉ
ａ
規
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二
五
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で
は
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当
事
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の
住
所
に
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か
わ
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ず
、

構
成
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の
裁
判
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の
管
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を
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る
こ
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で
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よ
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に
修
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て
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従
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て
、
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Ｕ
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内
に
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を
有
し
な
い
企
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間
の
及
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企
業
と
消
費
者
と
の
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の
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、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
企
業
と
日
本
の
消
費
者
と
の
契
約
で
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も
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
の
裁
判
所
に
管

轄
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
104
）

。
最
初
に
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
締
結
さ
れ
て
い
た
管
轄
合
意
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
非
常
に
議

論
を
呼
ん
だE

rich
 G

asser G
m

bH
 v. M

IS
A

T
 S

rl

事
件

（
105
）

か
ら
紹
介
し
た
い
。

本
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
登
録
事
務
所
を
有
す
る
原
告
と
イ
タ
リ
ア
所
在
の
会
社
で
原
告
か
ら
子
供
服
を
購
入
し
て
い
た
被
告
と
の

間
の
紛
争
で
あ
る
。
被
告
が
、
原
告
を
相
手
方
と
し
て
、
原
告
に
よ
る
契
約
上
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
契
約
終
了
の
確
認
と

費
用
の
未
返
還
に
よ
る
損
害
賠
償
の
支
払
い
な
ど
を
求
め
て
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
こ
と
を
受
け
、
逆
に
原
告
が
、
被
告
を
相

手
方
と
し
て
、
未
払
い
金
の
支
払
い
を
求
め
て
オ
ー
ス
ト
リ
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
原
告
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所

が
契
約
の
履
行
地
の
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
、
原
告
か
ら
被
告
に
送
ら
れ
た
請
求
書
の
全
て
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄

合
意
条
項
が
あ
り
、
条
約
一
七
条
（
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
に
相
当
す
る
）
に
よ
り
合
意
は
容
認
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
一
方
、
被
告
は
、
管
轄

の
一
般
規
定
で
あ
る
条
約
二
条
㈠
（
Ｉ
ａ
規
則
四
条
㈠
）
に
よ
り
、
管
轄
は
被
告
の
所
在
地
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
に
あ
る
と
し
、
同
一
の
ビ
ジ

ネ
ス
に
関
す
る
紛
争
に
関
す
る
訴
訟
が
既
に
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
で
開
始
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
後
訴
の
係
属
裁
判
所

は
、
一
七
条
に
基
づ
く
管
轄
合
意
に
よ
り
後
訴
の
裁
判
所
に
専
属
管
轄
が
付
与
さ
れ
る
場
合
、
条
約
二
一
条
（
Ｉ
ａ
規
則
二
九
条
に
相
当
す

る
）
の
意
味
に
お
い
て
、
先
訴
の
係
属
裁
判
所
の
管
轄
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
又
は
二
一
条
に
従
い
、
先
訴
の
係
属
裁
判
所

）
〇
四
三
（
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二
九
六

の
管
轄
が
確
定
さ
れ
る
ま
で
手
続
を
中
止
し
、
そ
れ
が
確
定
さ
れ
た
と
き
は
訴
え
を
却
下
す
る
こ
と
に
な
る
か
な
ど
が
付
託
さ
れ
て
い
る

（
106
）

。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
二
一
条
の
表
現
な
ど
を
根
拠
に
、
後
訴
の
係
属
裁
判
所
は
先
訴
の
係
属
裁
判
所
が
裁
判
管
轄
を
有
し
な
い
こ
と

を
宣
言
す
る
ま
で
は
、
訴
訟
手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た

（
107
）

。
裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
、
多
く
の
批
判
が
集

ま
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
管
轄
の
判
断
が
下
さ
れ
る
ま
で
に
数
年
を
要
す
る
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
シ
ス
テ
ム
の
非
効
率
性
を
利
用
し
、
イ
タ

リ
ア
の
裁
判
手
続
を
開
始
さ
せ
る
こ
と
で
、
数
年
間
、
他
の
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
で
裁
判
手
続
か
ら
の
事
実
上
の
免
除
を
獲
得
す
る
「
イ
タ
リ

ア
の
魚
雷
」（Italian T

orpedoes

）
現
象
が
生
み
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る

（
108
）

。
そ
の
た
め
、
二
〇
一
〇
年
の
委
員
会
に
よ
る
提
案
（P

roposal

）

の
三
二
条
㈡
に
お
い
て
改
正
案
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
修
正
さ
れ

（
109
）

、
Ｉ
ａ
規
則
に
お
い
て
は
、
弱
者
が
関
わ
る
保
険
契
約
事
件
、
消

費
者
契
約
事
件
及
び
労
働
契
約
事
件
の
場
合
を
除
き
、
合
意
で
指
定
さ
れ
た
構
成
国
の
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
を
有
し
な
い
と
宣
言
す
る
ま

で
は
、
他
の
構
成
国
の
裁
判
所
は
手
続
き
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
に
な
る
（
三
一
条
㈡
）。

裁
判
管
轄
に
関
す
る
合
意
条
項
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
締
結
さ
れ
る
契
約
の
場
合
、
通
常
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
上
に
契
約
内

容
が
提
示
さ
れ
る
ク
リ
ッ
ク
ラ
ッ
プ
（click-w

rap
）
契
約
中
に
一
条
項
と
し
て
含
ま
れ
、
買
主
に
よ
る
承
認
ボ
タ
ン
の
ク
リ
ッ
ク
よ
っ
て

そ
の
契
約
内
容
が
承
認
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
買
主
に
は
、
個
々
の
条
項
の
内
容
に
つ
い
て
交
渉
で
き
な
い
た
め
、
内
容
全
体
に
つ
い

て
同
意
す
る
か
又
は
拒
否
す
る
か
の
選
択
し
か
残
さ
れ
て
な
い
。
こ
の
ク
リ
ッ
ク
ラ
ッ
プ
契
約
中
の
管
轄
合
意
条
項
に
つ
き
、
そ
の
方
式

上
の
有
効
性
に
関
し
て
争
わ
れ
た
の
が
、Jaou

ad
 E

l M
ajd

ou
b v. C

arsO
n

T
h

eW
eb.D

eu
tsch

lan
d

 G
m

bH

事
件

（
110
）

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
事
業
所
を
有
す
る
自
動
車
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
る
原
告
は
、
ド
イ
ツ
に
登
録
事
務
所
の
あ
る
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
自
動

車
の
購
入
を
決
定
し
た
。
後
に
そ
れ
が
被
告
に
よ
り
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
同
自
動
車
の
所
有
権
の
移
転
命
令
を
求
め

て
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
原
告
は
、
契
約
の
相
手
方
は
ド
イ
ツ
に
事
業
所
を
有
す
る
被
告
で
あ
っ
て
、
ベ
ル

）
〇
四
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
七

ギ
ー
の
事
業
所
を
有
す
る
被
告
の
親
会
社
で
は
な
い
と
し
、
ド
イ
ツ
の
管
轄
を
主
張
し
た
。
一
方
、
被
告
は
、
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
に
関
す
る
一
般
取
引
条
件
中
に
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
に
管
轄
を
付
与
す
る
合
意
が
あ
る
と
し

て
、
ド
イ
ツ
の
管
轄
を
争
っ
た
。
そ
の
合
意
条
項
に
つ
い
て
原
告
は
、
被
告
の
一
般
的
取
引
条
件
を
含
む
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
は
自
動
的
に
は

開
か
れ
ず
、「
こ
こ
を
ク
リ
ッ
ク
せ
よ
」
の
指
示
が
付
さ
れ
る
ボ
ッ
ク
ス
を
ク
リ
ッ
ク
し
（click w

rapping

）、
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
に
繋
げ

る
必
要
の
あ
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
、
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
㈡
（
Ｉ
規
則
二
三
条
㈡
）
が
管
轄
合
意
に
つ
い
て
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
に

つ
い
て
も
書
面
に
よ
る
方
式
と
見
な
す
の
は
、
一
般
条
件
を
含
む
ウ
イ
ン
ド
ウ
が
自
動
的
に
開
か
れ
る
形
式
の
も
の
の
み
で
あ
る
と
反
論

し
た
。
そ
の
た
め
、click w

rapping

が
二
五
条
㈡
の
意
味
に
お
け
る
永
続
的
な
記
録
を
提
供
で
き
る
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
に
関
す

る
要
件
を
満
た
す
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
二
五
条
㈡
の
解
釈
に
お
い
て
、
電
子
的
手
段
で
締
結
さ
れ
た
管
轄
合
意
を
含
むclick w

rapping

に
よ
る
売
買

契
約
の
一
般
条
件
の
容
認
の
方
法
つ
い
て
、
そ
れ
が
契
約
条
件
の
テ
キ
ス
ト
を
契
約
締
結
前
に
印
刷
又
は
保
存
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
場
合
は
、
同
規
定
の
意
味
に
お
け
る
合
意
の
永
続
的
な
記
録
を
提
供
す
る
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
を
構
成
す
る
と
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
す
る

（
111
）

。
そ
の
根
拠
と
し
て
同
裁
判
所
は
、
当
事
者
に
よ
る
真
の
同
意
の
確
保
が
二
五
条
㈠
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る

と
こ
ろ
、
原
告
は
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
ボ
ッ
ク
ス
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
当
該
の
一
般
条
件
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
、
二
五
条
㈡
は

管
轄
合
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
特
に
永
続
的
記
録
の
提
供
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
そ
れ
は
一
般
条
件
の
テ
キ
ス
ト
の
永

続
的
記
録
が
買
主
に
よ
る
ボ
ッ
ク
ス
の
ク
リ
ッ
ク
の
前
で
あ
る
か
後
か
は
関
係
が
な
く
、
証
拠
の
観
点
か
ら
、
契
約
前
に
情
報
の
保
存
と

印
刷
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る

（
112
）

。

本
判
決
は
、
Ｂ
２
Ｂ
取
引
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
管
轄
合
意
を
含
む
一
般
取
引
条
件
が‘click-w

rapping ’

方
式
で
締
結
さ
れ
る

）
〇
四
九
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
七

ギ
ー
の
事
業
所
を
有
す
る
被
告
の
親
会
社
で
は
な
い
と
し
、
ド
イ
ツ
の
管
轄
を
主
張
し
た
。
一
方
、
被
告
は
、
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
に
関
す
る
一
般
取
引
条
件
中
に
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
に
管
轄
を
付
与
す
る
合
意
が
あ
る
と
し

て
、
ド
イ
ツ
の
管
轄
を
争
っ
た
。
そ
の
合
意
条
項
に
つ
い
て
原
告
は
、
被
告
の
一
般
的
取
引
条
件
を
含
む
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
は
自
動
的
に
は

開
か
れ
ず
、「
こ
こ
を
ク
リ
ッ
ク
せ
よ
」
の
指
示
が
付
さ
れ
る
ボ
ッ
ク
ス
を
ク
リ
ッ
ク
し
（click w

rapping

）、
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
に
繋
げ

る
必
要
の
あ
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
、
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
㈡
（
Ｉ
規
則
二
三
条
㈡
）
が
管
轄
合
意
に
つ
い
て
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
に

つ
い
て
も
書
面
に
よ
る
方
式
と
見
な
す
の
は
、
一
般
条
件
を
含
む
ウ
イ
ン
ド
ウ
が
自
動
的
に
開
か
れ
る
形
式
の
も
の
の
み
で
あ
る
と
反
論

し
た
。
そ
の
た
め
、click w

rapping

が
二
五
条
㈡
の
意
味
に
お
け
る
永
続
的
な
記
録
を
提
供
で
き
る
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
に
関
す

る
要
件
を
満
た
す
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
二
五
条
㈡
の
解
釈
に
お
い
て
、
電
子
的
手
段
で
締
結
さ
れ
た
管
轄
合
意
を
含
むclick w

rapping

に
よ
る
売
買

契
約
の
一
般
条
件
の
容
認
の
方
法
つ
い
て
、
そ
れ
が
契
約
条
件
の
テ
キ
ス
ト
を
契
約
締
結
前
に
印
刷
又
は
保
存
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
場
合
は
、
同
規
定
の
意
味
に
お
け
る
合
意
の
永
続
的
な
記
録
を
提
供
す
る
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
を
構
成
す
る
と
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
す
る

（
111
）

。
そ
の
根
拠
と
し
て
同
裁
判
所
は
、
当
事
者
に
よ
る
真
の
同
意
の
確
保
が
二
五
条
㈠
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る

と
こ
ろ
、
原
告
は
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
ボ
ッ
ク
ス
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
当
該
の
一
般
条
件
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
、
二
五
条
㈡
は

管
轄
合
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
特
に
永
続
的
記
録
の
提
供
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
そ
れ
は
一
般
条
件
の
テ
キ
ス
ト
の
永

続
的
記
録
が
買
主
に
よ
る
ボ
ッ
ク
ス
の
ク
リ
ッ
ク
の
前
で
あ
る
か
後
か
は
関
係
が
な
く
、
証
拠
の
観
点
か
ら
、
契
約
前
に
情
報
の
保
存
と

印
刷
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る

（
112
）

。

本
判
決
は
、
Ｂ
２
Ｂ
取
引
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
管
轄
合
意
を
含
む
一
般
取
引
条
件
が‘click-w

rapping ’

方
式
で
締
結
さ
れ
る

）
〇
四
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
九
八

ケ
ー
ス
を
扱
っ
た
画
期
的
な
判
断
と
評
さ
れ
、
よ
り
厳
格
な
制
限
を
設
け
る
消
費
者
契
約
と
は
異
な
り
、
永
続
的
な
手
段
で
管
轄
合
意
を

伝
達
す
る
必
要
は
な
く
、
契
約
締
結
前
に
情
報
を
保
存
及
び
印
刷
す
る
単
な
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
合
意
の
成
立
に
は
十
分
で
あ
る
と
し

た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

（
113
）

。

第
五
章

　
終
わ
り
に

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
爆
発
的
に
普
及
し
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
一
つ
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
わ

が
国
に
お
い
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
に
関
す
る
紛
争
が
、
国
内
的
紛
争
と
国
際
的
紛
争
と
を
問
わ
ず
増
加
し
、
そ
れ
に
伴
い
国
際
裁
判
管
轄
が

争
わ
れ
る
裁
判
例
も
集
積
さ
れ
つ
つ
あ
る

（
114
）

。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
特
別
な
国
際
裁
判
管
轄
規
定
は
な
く
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
発
生
し

た
紛
争
と
同
様
に
、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
二
以
下
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
論
じ

る
際
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
の
判
断
は
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
域
内
に
法
内
容
が
異
な
る
多
く
の
構
成
国
を
抱
え
且
つ
そ

れ
ら
が
地
理
的
に
近
接
す
る
た
め
、
多
く
の
紛
争
が
発
生
す
る
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
既
に
多
種
多
様
な
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
に
関
す
る

判
例
の
集
積
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
上
ど
の
よ
う
な
形
態
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
紛
争
が
発
生
し
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
法
理
論
が

ど
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
、
わ
が
国
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
本
稿
が
そ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
を
知
る
切
っ
掛
け
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の
判
例
の
紹
介
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
個
々
の
判
例
に
つ
い
て
深
く
検
討
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
っ
た
。
別
の
機
会
に
、
特
定
の
問
題
に
絞
っ
て
、
判
例
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
深
く
論
じ
て
み
た
い
。

）
〇
七
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
九

（
1
） 

二
〇
〇
九
年
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
欧
州
司
法
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of Justice

）
は
、
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所

（C
ourt of Justice of the E

uropean U
nion

）
へ
と
正
式
名
称
が
変
更
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
、
便
宜
的
に
、
併
せ
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
称

す
る
。

（
2
） 

拙
著
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
法
学
』
八
五
巻
三
号
（
二
〇
二
〇
）
一
頁
、
同
「
Ｅ
Ｕ
国
際
私
法

に
お
け
る
電
子
消
費
者
契
約
に
関
す
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
大
学
知
財
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
二
号
（
二
〇
一
九
）
五
頁
。

（
3
） 

横
溝
大
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
知
的
財
産
権
侵
害
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
」『
パ
テ
ン
ト
』
六
九
巻
一
四
号
（
二
〇
一
六
）
一
六
七
頁
、

中
村
千
里
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
多
面
的
分
析
─
Ｅ
Ｕ
及
び
ド
イ
ツ
の
議
論
の
検
討
─
（
一
）
～

（
六
）・
完
」『
法
学
論
叢
』
一
八
三
巻
四
号
（
二
〇
一
八
）
二
八
頁
、
一
八
四
巻
二
号
（
二
〇
一
八
）
四
七
頁
、
一
八
四
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）

三
〇
頁
、
一
八
五
巻
三
号
（
二
〇
一
九
）
三
二
頁
、
一
八
五
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）
九
一
頁
、
一
八
六
巻
一
号
（
二
〇
一
九
）
四
一
頁
、
安
達
栄
司

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
」『
国
際
商
事
法
務
』
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
三
）
二
八
二
頁
、
野
村
秀
敏
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
法
人
の
人
格
権
侵
害
事
件
と
国
際
裁
判
管
轄
─
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
七
日
判
決
に
つ
い
て
─
」『
専
修
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
五
号
（
二
〇
一
九
）
一
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
4
） B

russels C
onvention on jurisdiction and the enforcem

ent of judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters of 27 S
eptem

ber 

1968, in F
rench [1972] O

J L
 299/32 and in E

nglish [1978] O
J L

 304/36.

（
5
） 

二
度
の
大
き
な
改
正
の
他
に
も
、
新
た
な
加
盟
国
と
の
加
盟
条
約
の
締
結
の
際
や
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
発
効
に
よ
り
欧
州
諸
共
同
体

（
Ｅ
Ｃ
）
か
ら
Ｅ
Ｕ
と
な
り
、
法
形
式
に
つ
い
て
も
条
約
か
ら
共
同
体
派
生
法
の
一
つ
で
あ
る
規
則
と
な
っ
た
際
な
ど
に
も
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
中
西
康
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
条
約
の
規
則
化
と
そ
の
問
題
点
」『
国
際
私
法
年
報
』
三
号
（
二
〇
〇
一
）

一
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
6
） C

ouncil R
egulation 

（E
C

） N
o 44/2001 of 22 D

ecem
ber 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcem

ent of 

judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters, [2001] O
J L

 12/1.

同
規
則
を
翻
訳
し
た
も
の
に
、
中
西
康
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁

判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）44/2001

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
）」『
国
際
商
事
法

）
〇
七
四
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
九

（
1
） 

二
〇
〇
九
年
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
欧
州
司
法
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of Justice

）
は
、
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所

（C
ourt of Justice of the E

uropean U
nion

）
へ
と
正
式
名
称
が
変
更
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
、
便
宜
的
に
、
併
せ
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
称

す
る
。

（
2
） 
拙
著
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
法
学
』
八
五
巻
三
号
（
二
〇
二
〇
）
一
頁
、
同
「
Ｅ
Ｕ
国
際
私
法

に
お
け
る
電
子
消
費
者
契
約
に
関
す
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
大
学
知
財
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
二
号
（
二
〇
一
九
）
五
頁
。

（
3
） 

横
溝
大
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
知
的
財
産
権
侵
害
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
」『
パ
テ
ン
ト
』
六
九
巻
一
四
号
（
二
〇
一
六
）
一
六
七
頁
、

中
村
千
里
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
多
面
的
分
析
─
Ｅ
Ｕ
及
び
ド
イ
ツ
の
議
論
の
検
討
─
（
一
）
～

（
六
）・
完
」『
法
学
論
叢
』
一
八
三
巻
四
号
（
二
〇
一
八
）
二
八
頁
、
一
八
四
巻
二
号
（
二
〇
一
八
）
四
七
頁
、
一
八
四
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）

三
〇
頁
、
一
八
五
巻
三
号
（
二
〇
一
九
）
三
二
頁
、
一
八
五
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）
九
一
頁
、
一
八
六
巻
一
号
（
二
〇
一
九
）
四
一
頁
、
安
達
栄
司

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
」『
国
際
商
事
法
務
』
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
三
）
二
八
二
頁
、
野
村
秀
敏
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
法
人
の
人
格
権
侵
害
事
件
と
国
際
裁
判
管
轄
─
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
七
日
判
決
に
つ
い
て
─
」『
専
修
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
五
号
（
二
〇
一
九
）
一
頁
な
ど
が
あ
る
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1968, in F
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J L
 299/32 and in E

nglish [1978] O
J L
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と
そ
の
問
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〇
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）
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四
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6
） C
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C

） N
o 44/2001 of 22 D
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ber 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcem

ent of 

judgm
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m
ercial m

atters, [2001] O
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則
を
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訳
し
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も
の
に
、
中
西
康
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁

判
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轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則
（
Ｅ
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）44/2001

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
）」『
国
際
商
事
法

）
〇
七
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇
〇

務
』
三
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
）
三
一
一
頁
が
あ
る
。

（
7
） R

egulation 

（E
U

） N
o 1215/2012 of the E

uropean P
arliam

ent and of the C
ouncil of 12 D

ecem
ber 2012 on jurisdiction and 

the recognition and enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters 

（recast

）, [2012] O
J L

 351/1. 

同
規
則
を
訳
出
し
た

も
の
に
、
春
日
偉
知
郎
（
訳
）「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日

の
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
の
（
Ｅ
Ｕ
）N

r.1215/2012

規
則
」『
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
民
事
手
続
法
』（
法
務
資
料
四
六
四
号
、
二
〇
一
五
）
四
七
頁

が
あ
る
。
本
稿
中
の
Ｉ
ａ
規
則
の
訳
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
参
考
に
し
た
。

（
8
） 

本
稿
で
紹
介
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
関
す
る
判
例
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、A

ndrej S
avin, E

U
 In

tern
et L

aw
, 2

nd 

ed.

（E
dw

ard E
lgar, 2017

）, p. 73

以
下
を
中
心
に
、
更
に

H
élène van L

ith, In
tern

ation
al Ju

risd
iction

 an
d

 C
om

m
ercial 

L
itigation

 – U
n

iform
 R

u
les for C

on
tract D

ispu
tes 

（T

・M

・C

・A
sser P

ress, 2009

）, p. 29

以
下
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
9
） P

rotocol concerning the interpretation by the C
ourt of Justice of the convention of 27 S

eptem
ber 1968 on jurisdiction and 

the enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters, [1975] O

J L
 204/28. 

同
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
一
九
七
一
年
六
月
三
日
に
署

名
さ
れ
、
一
九
七
五
年
九
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
た
。

（
10
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 30.

（
11
） 

Ibid., p. 33. T
E

C

の
二
三
四
条
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
岡
村
堯
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
と
国
内
裁
判
所
の
関
係
」
同

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
）
三
四
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
12
） 

一
般
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
そ
の
後
の
改
正
（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
、
ニ
ー
ス
条
約
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
改
正
）
を
含
め
て

Ｅ
Ｕ
条
約
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
Ｍ
．ヘ
ル
デ
ー
ゲ
ン
／
中
村
匡
志
訳
『
Ｅ
Ｕ
法
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
九
頁
脚
注（
９
）参
照
。

（
13
） C

onsolidated V
ersion of the T

reaty on the F
unctioning of the E

uropean U
nion, [2016] O

J C
 202/47.

（
14
） C

onsolidated V
ersion of the T

reaty on E
uropean U

nion, [2016] O
J C

 202/13.

（
15
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 33, 

岡
村
・
前
掲
注（
11
）、
三
〇
三
頁
参
照
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、C

ase C
-125/92 M

u
lox IB

C
 L

td
 v. 

H
en

d
rick G

eels, [1993] E
C

R
 I-04075, para. 11

に
お
い
て
、
自
律
的
解
釈
の
み
が
、
条
約
の
統
一
的
な
適
用
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

）
〇
七
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
一

述
べ
る
。

（
16
） S

ee, D
an Jerker B

örje S
vantesson, P

rivate In
tern

ation
al L

aw
 an

d
 th

e In
tern

et, 2
nd ed. 

（K
luw

er L
aw

 International, 

2012

）, p. 249. 

な
お
、
Ｉ
規
則
で
は
、
第
二
条
㈠
に
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
17
） R

affaella D
i Iorio, ‘L

atest D
evelopm

ents in the E
C

J C
ase L

aw
 on Jurisdiction concerning C

onsum
er C

ontracts ’, Yearbook 

of P
rivate In

tern
ation

al L
aw

, V
olu

m
e 15 

（2013/2014

）, p. 529. 

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
の
解
説（
13
）と
同
内
容
の
説
明
が
、
Ｉ
規
則
の
解
説

（
８
）に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
た
。

（
18
） 

Ｉ
ａ
規
則
第
四
条
㈠
と
同
趣
旨
の
Ｉ
規
則
第
二
条
㈠
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、see, van L

ith, su
pra note, 8, p. 65. 

（
19
） D

an Jerker B
örje S

vantesson, P
rivate In

tern
ation

al L
aw

 an
d

 th
e In

tern
et, 3

rd ed. 

（K
luw

er L
aw

 International, 2016

）, p. 

426.

（
20
） 

Ｉ
規
則
で
は
、
第
四
条
㈠
に
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
21
） F

aye F
angfei W

ang, In
tern

et Ju
risd

iction
 an

d
 C

h
oice of L

aw
 – L

egal P
ractices in

 th
e E

U
, U

S
 an

d
 C

h
in

a 

（C
am

bridge, 

2010

）, p. 45.

（
22
） 

Ｉ
ａ
規
則
解
説（
15
）。

（
23
） C

ase C
-292/10, G

 v. C
orn

eliu
s d

e V
isser, E

C
L

I:E
U

:C
:2012:142.

（
24
） 

D
e V

isser 

（n. 23

）, paras 39-40, 59.

（
25
） S

avin, su
pra note 8, pp. 77-78.

（
26
） S

avin, su
pra note 8, p. 78.

（
27
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 74.

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
の
「
契
約
又
は
契
約
に
基
づ
く
請
求
」（m

atters relating to contracts

）

の
解
釈
は
、
国
内
法
か
ら
独
立
し
、
自
律
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て

最
初
に
示
さ
れ
た
の
は
、
同
規
定
と
同
一
内
容
の
条
約
五
条
㈠
に
関
す
るC

ase 34/82, M
artin

 P
eters B

au
u

n
tern

eh
m

u
g G

m
bH

 v. Z
u

id
 

N
ed

erlan
d

se A
an

n
em

ers V
eren

igin
g, [1983] E

C
R

 987, para. 9

で
あ
っ
た
。
こ
の
理
解
は
そ
の
後
、C

ase 9/87, S
P

R
L

 A
rcad

o v. S
A
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の
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の
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は
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立
し
、
自
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的
に
な
さ
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け
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ば
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い
と
さ
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る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
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裁
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判
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に
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て

最
初
に
示
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の
は
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こ
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解
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後
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）
〇
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇
二

H
avilan

d
, [1988] E

C
R

 1539, para. 10

に
お
い
て
、
条
約
の
目
的
と
全
体
的
な
ス
キ
ー
ム
を
考
慮
す
る
と
、
条
約
か
ら
発
生
す
る
権
利
と
義
務

の
平
等
と
均
一
性
を
可
能
な
限
り
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
内
法
を
参
照
し
て
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

明
確
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。S

ee, van L
ith, su

pra note 8, pp. 78-79.

（
28
） W

ang, su
pra note 21, p. 48.

（
29
） S

vantesson, su
pra note 19, p. 324.

（
30
） C

ase C
-386/05, C

olor D
rack G

m
bH

 v. L
exx In

tern
ation

al V
ertriebs G

m
bH

, [2007] E
C

R
 I-03699. 

野
村
秀
敏
「
国
際
航
空
運

送
と
義
務
履
行
地
の
裁
判
籍
」
野
村
秀
敏
＝
安
達
栄
司
編
著
『
最
新
Ｅ
Ｕ
民
事
訴
訟
法 

判
例
研
究
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
）
一
六
七
頁
以
下
に

簡
単
な
紹
介
が
あ
る
。

（
31
） 

C
olor D

rack 

（n. 30
）, paras. 28-36.

（
32
） 

C
olor D

rack 

（n. 30

）, para. 45.

（
33
） 

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
複
数
国
家
内
に
お
い
て
複
数
の
履
行
地
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
解
決
が
あ
り
得
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て

い
る
。C

olor D
rack 

（n. 30

）, para. 16. 
な
お
、
旅
客
運
送
に
関
す
るC

ase C
-204/08, P

eter R
eh

d
er v. A

ir B
altic C

orporation
, [2009] 

E
C

R
 I-06073, paras. 42-44

に
お
い
て
は
、
運
送
の
出
発
地
と
目
的
地
で
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
は
不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
が
よ
り
重
要

か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
旅
客
は
そ
の
選
択
に
よ
り
出
発
地
か
目
的
地
の
い
ず
れ
か
で
提
訴
で
き
る
と
判
示
さ
れ
る
。P

eter 

R
eh

d
er

事
件
を
紹
介
し
た
文
献
に
、
野
村
・
前
掲
注（
30
）、
一
六
六
頁
が
あ
る
。

（
34
） C

ase C
-440/97, G

IE
 G

rou
pe C

on
cord

e an
d

 O
th

ers v. T
h

e M
aster of th

e vessel “S
u

h
ad

iw
arn

o P
an

jan
” an

d
 O

th
ers, [1999] 

E
C

R
 I-06307. 

本
判
決
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
桑
原
康
行
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
お
け
る
義
務
履
行
地
の
決
定
方
法
」
野
村
秀
敏
＝
安
達

栄
司
編
著
『
最
新
Ｅ
Ｕ
民
事
訴
訟
法 

判
例
研
究
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
）
一
五
一
頁
が
あ
る
。

（
35
） 

本
判
決
以
前
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、「
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
」
の
意
味
を
明
白
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
本
件
の
解
釈
に
同
日
に
下
さ
れ
た
次
の
二
つ
の
判
決
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
、C

ase C
-14/76, A

. D
e B

loos S
P

R
L

 

v. S
ociété en

 C
om

m
n

d
ite par A

ction
s B

ou
yer, [1976] E

C
R

 1497

で
、
同
一
の
契
約
に
つ
い
て
複
数
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
こ
と
に

）
〇
七
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
三

な
る
可
能
性
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
た
め
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
（
条
約
五
条
㈠
）
に
言
う
義
務
は
、
法
的
手
続
き
の
基
礎
を
形
成
す
る
契
約
上
の

義
務
で
、
原
告
の
訴
え
が
基
礎
と
し
て
い
る
契
約
上
の
権
利
に
対
応
す
る
義
務
で
あ
る
と
解
す
る
と
し
た
（paras. 9, 11 and 13

）。
こ
れ
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
契
約
締
結
地
管
轄
（foru

m
 con

tractu
s

）
は
原
告
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
訴
訟
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
全
て
の
契
約
上
の
義

務
履
行
地
が
潜
在
的
な
契
約
締
結
地
管
轄
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。V

an L
ith, su

pra note 8, pp. 94-95. 

今
一
つ
は
、C

ase C
ase-12/76, 

In
d

u
strie T

essili Italian
a C

om
o v. D

u
n

lop A
G

, [1976] E
C

R
 1473

で
、
同
条
の
目
的
た
め
に
適
用
さ
れ
る
義
務
の
履
行
地
は
、
自
国
の
抵

触
規
則
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
当
該
契
約
上
の
義
務
履
行
地
で
あ
る
と
判
示
し
た
（para. 13

）。T
essili

事
件
判
決

を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
長
田
真
理
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
一
号
に
基
づ
く
義
務
履
行
地
管
轄
」
石
川
明
＝
石
渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事

訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
四
四
頁
が
あ
る
。

（
36
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e 

（n. 34

）, paras. 13, 32.

（
37
） 

雇
用
契
約
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
既
に
、C

ase C
-125/92, M

u
lox IB

C
 L

td
 v. H

en
d

rick G
eels, [1993] E

C
R

 I-04075

に
お

い
て
、
条
約
五
条
㈠
の
義
務
の
履
行
地
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
条
約
の
ス
キ
ー
ム
と
目
的
に
基
づ
い
て
定
め
る
統
一
的
な
基
準
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
べ
き
と
し
、
雇
用
契
約
を
特
徴
づ
け
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
労
務
提
供
す
る
労
働
者
義
務
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
た
（paras. 16, 20

）。
本
件

のC
IE

 G
rou

pe

事
件
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
と
英
国
の
両
政
府
と
委
員
会
（C

om
m

ission

）
は
、M

u
lox IB

C

事
件
で
採

用
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
全
て
の
契
約
類
型
に
及
ぶ
べ
き
と
主
張
し
、
潜
在
的
訴
訟
当
事
者
ら
に
ど
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
か
を
予
測
し
、
法

的
確
実
性
と
平
等
な
扱
い
を
提
供
す
る
と
い
う
条
約
の
目
的
に
す
る
た
め
に
、
契
約
義
務
の
類
型
ご
と
に
又
は
少
な
く
と
も
契
約
類
型
ご
と
に
、
条

約
五
条
㈠
の
履
行
地
を
独
自
に
決
定
し
う
る
統
一
的
な
基
準
を
確
立
す
べ
き
と
し
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
両
政
府
は
、
履
行
地
の
自

律
的
な
解
釈
は
若
干
の
単
純
な
契
約
の
場
合
に
機
能
す
る
だ
け
で
、
国
際
取
引
に
お
け
る
契
約
慣
行
の
絶
え
間
な
い
進
化
と
両
立
し
な
い
と
し
て
、

判
例
を
変
更
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た
。G

IE
 G

rou
pe C

on
cord

e 

（n. 34

）, paras. 14-16.

（
38
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e （n. 34

）, paras. 18-19. 

（
39
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e 

（n. 34

）, para. 30.

（
40
） S

avin, su
pra note 8, p. 79.

）
〇
七
四
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
三

な
る
可
能
性
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
た
め
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
（
条
約
五
条
㈠
）
に
言
う
義
務
は
、
法
的
手
続
き
の
基
礎
を
形
成
す
る
契
約
上
の

義
務
で
、
原
告
の
訴
え
が
基
礎
と
し
て
い
る
契
約
上
の
権
利
に
対
応
す
る
義
務
で
あ
る
と
解
す
る
と
し
た
（paras. 9, 11 and 13

）。
こ
れ
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
契
約
締
結
地
管
轄
（foru

m
 con

tractu
s

）
は
原
告
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
訴
訟
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
全
て
の
契
約
上
の
義

務
履
行
地
が
潜
在
的
な
契
約
締
結
地
管
轄
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。V
an L

ith, su
pra note 8, pp. 94-95. 

今
一
つ
は
、C

ase C
ase-12/76, 

In
d

u
strie T

essili Italian
a C

om
o v. D

u
n

lop A
G

, [1976] E
C

R
 1473

で
、
同
条
の
目
的
た
め
に
適
用
さ
れ
る
義
務
の
履
行
地
は
、
自
国
の
抵

触
規
則
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
当
該
契
約
上
の
義
務
履
行
地
で
あ
る
と
判
示
し
た
（para. 13

）。T
essili

事
件
判
決

を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
長
田
真
理
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
一
号
に
基
づ
く
義
務
履
行
地
管
轄
」
石
川
明
＝
石
渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事

訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
四
四
頁
が
あ
る
。

（
36
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e 

（n. 34

）, paras. 13, 32.

（
37
） 

雇
用
契
約
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
既
に
、C

ase C
-125/92, M

u
lox IB

C
 L

td
 v. H

en
d

rick G
eels, [1993] E

C
R

 I-04075

に
お

い
て
、
条
約
五
条
㈠
の
義
務
の
履
行
地
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
条
約
の
ス
キ
ー
ム
と
目
的
に
基
づ
い
て
定
め
る
統
一
的
な
基
準
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
べ
き
と
し
、
雇
用
契
約
を
特
徴
づ
け
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
労
務
提
供
す
る
労
働
者
義
務
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
た
（paras. 16, 20

）。
本
件

のC
IE

 G
rou

pe

事
件
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
と
英
国
の
両
政
府
と
委
員
会
（C

om
m

ission

）
は
、M

u
lox IB

C

事
件
で
採

用
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
全
て
の
契
約
類
型
に
及
ぶ
べ
き
と
主
張
し
、
潜
在
的
訴
訟
当
事
者
ら
に
ど
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
か
を
予
測
し
、
法

的
確
実
性
と
平
等
な
扱
い
を
提
供
す
る
と
い
う
条
約
の
目
的
に
す
る
た
め
に
、
契
約
義
務
の
類
型
ご
と
に
又
は
少
な
く
と
も
契
約
類
型
ご
と
に
、
条

約
五
条
㈠
の
履
行
地
を
独
自
に
決
定
し
う
る
統
一
的
な
基
準
を
確
立
す
べ
き
と
し
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
両
政
府
は
、
履
行
地
の
自

律
的
な
解
釈
は
若
干
の
単
純
な
契
約
の
場
合
に
機
能
す
る
だ
け
で
、
国
際
取
引
に
お
け
る
契
約
慣
行
の
絶
え
間
な
い
進
化
と
両
立
し
な
い
と
し
て
、

判
例
を
変
更
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た
。G

IE
 G

rou
pe C

on
cord

e 
（n. 34

）, paras. 14-16.

（
38
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e （n. 34

）, paras. 18-19. 

（
39
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e 

（n. 34

）, para. 30.

（
40
） S

avin, su
pra note 8, p. 79.

）
〇
七
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇
四

（
41
） 

こ
の
同
一
契
約
か
ら
複
数
義
務
が
発
生
す
る
場
合
に
お
け
る
履
行
地
決
定
の
基
準
と
な
る
義
務
の
問
題
に
つ
い
て
は
、G

IE
 G

rou
pe 

C
on

cord
e 

事
件
以
前
のC

ase C
-266/85, H

assan
 S

h
en

avai v. K
lau

s K
reisch

er, [1987] E
C

R
-00239

に
お
い
て
、
主
た
る
義
務

（principal obligation

）
が
基
準
と
な
る
と
判
示
さ
れ
て
い
た
（para. 19

）。
な
お
、G

IE
 G

rou
pe C

on
cord

e 

（n. 34

）, para. 24

は
、
契
約
準

拠
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

（
42
） Z

heng S
ophia T

ang, ‘C
lass A

ction in C
ross-B

order C
onsum

er C
ontracts ’ in: E

lectron
ic C

on
su

m
er C

on
tracts in

 th
e 

C
on

fl
ict of L

aw
s, 2

nd ed. 

（O
xford and P

ortland, O
regon, H

art P
ublishing, 2015

）, p. 287.

（
43
） C

ase C
-420/97, L

eath
ertex D

ivision
e S

in
tetici S

pA
 v. B

od
etex B

V
B

A
 [1999] E

C
R

 I-06747.

（
44
） 

L
eath

ertex （n. 43
）, paras. 39-42.

（
45
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 97.

（
46
） O

pinion A
dovocate G

eneral R
éger in C

ase C
-420/97 L

eath
ertex v. B

od
etex, [1999] E

C
R

 I-06747, paras. 62-63.

（
47
） 

L
eath

ertex 

（n. 43

）, para. 41. 
な
お
、
不
履
行
を
求
め
る
義
務
は
、
ど
の
地
に
お
い
て
も
一
定
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
控
え
る
義
務
で
あ
り
、

特
定
の
地
と
結
び
付
か
な
い
と
し
て
、
管
轄
は
Ｉ
ａ
規
則
四
条
（
条
約
二
条
）
の
み
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。C

ase C
-256/00, B

esix S
A

 v. 

W
asserrein

igu
n

gsbau
 A

lfred
 K

retzsch
m

ar G
m

bH
 &

 C
o. K

G
 （W

A
B

A
G

）, P
lan

u
n

gs- u
n

d
 F

orsch
u

n
gsgesellsch

aft D
ipl. In

g. W
. 

K
retzsch

m
ar G

m
bH

 &
 C

o. K
G

（P
lagfog

）, [2002] E
C

R
 I-01699, paras. 49-50.  B

esix

判
決
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
安
達
栄
司

「
契
約
上
の
不
作
為
義
務
違
反
と
履
行
地
裁
判
籍
」
野
村
秀
敏
＝
安
達
栄
司
編
著
『
最
新
Ｅ
Ｕ
民
事
訴
訟
法 

判
例
研
究
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
）

一
五
八
頁
が
あ
る
。

（
48
） T

ang, su
pra note 42, p. 287.

（
49
） 

C
olor D

rack 

（n. 30

）, paras. 39-40. 

こ
れ
に
よ
り
国
内
の
係
属
裁
判
所
は
、
何
が
主
た
る
引
渡
し
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

V
an L

ith, su
pra note 8, p. 92.

（
50
） 

C
olor D

rack 

（n. 30

）, para. 42.

（
51
） T

ang, su
pra note 42, p. 287.

）
〇
七
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
五

（
52
） S

avin, su
pra note 8, p. 79.

（
53
） C

ase C
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d
h

orst, [2009] E
C

R
 I-03327.

（
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d
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abitsch 

（n. 53

）, paras. 29-40. 

ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
及
び
英
国
の
各
政
府
か
ら
も
、
同
様
な
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（
55
） 

F
alco an

d
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（n. 53

）, para. 57.

（
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.A

., [1976] E
C

R
-01735. 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、

既
に
多
く
の
文
献
で
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
岡
本
善
八
「
わ
が
国
際
私
法
事
件
に
お
け
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
裁
判
管
轄
条
約
㈡
」『
同
志
社
法
学
』

二
九
巻
五
号
（
一
九
七
八
）
二
三
頁
以
下
、
木
川
裕
一
郎
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
三
号
に
よ
る
不
法
行
為
地
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
＝
石

渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
八
三
頁
、
中
村
・
前
掲
注（
３
）、
一
八
三
巻
四
号
三
六
頁
が
あ
る
。

（
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B
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58
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, [1995] E
C

R
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本
判
決
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つ
い
て
も
、
既
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多
く
の
文
献
に
お
い
て
紹
介
が
あ
る
。
例
え
ば
、
中
西
康
「
出
版
物
に
よ
る
名
誉
毀
損

事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
三
月
七
日
判
決
に
つ
い
て
」『
法
学
論
叢
』
一
四
二
巻
五
・
六
号
（
一
九
九
八
）

一
八
一
頁
、
芳
賀
雅
顯
「
名
誉
毀
損
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
教
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古
希
記
念
論
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集
『
Ｅ
Ｕ
法
・
ヨ
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ロ
ッ
パ
法
の
諸
問
題
』（
信
山
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、
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〇
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頁
、
同
「
名
誉
毀
損
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判
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＝
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〇
八
年
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、
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３
）、
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三
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。
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近
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artin
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obert M
artin
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G

N
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ited
, [2011] E

C
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 I-10269. 

本
判
決
を
紹
介
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検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
安
達
・
前
掲
注（
３
）二
八
二
頁
、
同
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
名
誉
・
信
用
毀
損
事
件
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄－

ド
イ
ツ
判
例
の
紹
介
と
検
討
」
加
藤
哲
夫
他
編
『
現
代
民
事
手
続
の
法
理
』（
上
野
泰

男
先
生
古
希
祝
賀
論
文
集
）（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
）
一
八
頁
以
下
、
横
溝
・
前
掲
注（
３
）、
一
七
一
頁
、
中
村
・
前
掲
注（
３
）、
一
八
四
巻
二
号

四
八
頁
以
下
が
あ
る
。

（
65
） 

eD
ate 

（n. 64
）, paras. 41-43.

（
66
） 

eD
ate （n. 64

）, paras. 45-47; O
pinion of A

dvocate G
eneral C

ruz V
illalón, [2011] E

C
R

 I- 10269, para. 56.

（
67
） 

eD
ate 

（n. 64

）, paras. 48-50.

（
68
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eD
ate （n. 64
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（
69
） S

avin, su
pra note 8, p. 81-82.
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70
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Ü

, In
grid

 Ilsjan
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an
d

el A
B

, E
C

L
I:E

U
:C

:2017:766. 

本
判
決
に
つ
い
て
も
、

中
村
、
前
掲
注（
３
）、
一
八
四
巻
二
号
五
六
頁
以
下
に
紹
介
と
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
71
） 

B
olagsu

pplysn
in

gen 

（n. 70

）, paras. 33-35.

（
72
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B
olagsu

pplysn
in

gen 

（n. 70

）, paras. 37-38, 41.

（
73
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B
olagsu
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in

gen 

（n. 70

）, para. 44.

（
74
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B
olagsu

pplysn
in

gen 

（n. 70

）, para. 48.

（
75
） P

edro de M
iguel A

sensio, C
on

fl
ict of L

aw
s an

d
 th
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tern

et 
（E

dw
ard E

lgar, 2020

）, para. 2.79; S
avin, su

pra note 8, p. 82.

（
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本
判
決
を
紹
介
し
た
文
献
に
、
横
溝
・
前
掲
注（
３
）、

一
七
二
頁
、
野
村
秀
敏
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
著
作
権
侵
害
と
国
際
裁
判
管
轄
」『
国
際
商
事
法
務
』
四
二
巻
四
号
（
二
〇
一
四
）
六
二
六
頁

が
あ
る
。

）
〇
七
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
七

（
77
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, paras. 31-37.

（
78
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, paras. 40-45.

裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
、A

sensio, su
pra note 75, para. 4.74

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

介
し
た
著
作
権
侵
害
に
お
い
て
、
著
作
権
の
属
地
性
は
、
原
告
の
著
作
権
が
保
護
さ
れ
る
構
成
国
に
お
い
て
の
み
損
害
発
生
地
は
確
定
さ
れ
得
る
と

す
る
結
論
へ
導
く
た
め
の
カ
ギ
と
な
る
要
素
で
あ
る
と
見
る
。

（
79
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, para. 47.

（
80
） S

avin, su
pra note 8, p. 83. 

本
件
に
お
い
て
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
の
適
用
に
際
し
、「
向
け
て
い
る
」（directing

）
こ
と
は
要
求
さ
れ
な

い
と
さ
れ
た
が
、
消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
を
規
定
す
る
一
七
条
㈠
⒞
の
適
用
に
お
い
て
こ
の
基
準
が
議
論
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
併
合
事
案
の

joined case C
-585/08, P

eter P
am

m
er v. R

eed
erei K

arl S
ch

lü
ter G

m
bH

 &
 C

o. K
G

, and C
-144/09, H
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eller, [2010] E
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あ
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介
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